
資

料 発
刊
の
こ
と
ば
沖
縄
県
議
会
識
長
志
村
恵

帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
（
沖
縄
関
係
抄
）
摘
要
目
次
：
：
…
…
…
：
：
．
…
：
…
：
…
…
…
：
：
：
…
…
…
：
：
．
…
…
…
…
…
禿

収
録
で
き
な
か
っ
た
術
項
一
覧
…
…
…
・
…
…
…
．
．
：
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
．
：
：
．
．
：
…
：
…
…
・
…
…
：
：
…
…
…
…
：
…
：
四
一

凡
例
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
．
．
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
五
七

解
題
・
…
：
．
：
…
…
：
。
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
：
：
…
…
．
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
：
：
・
我
部
政
男
：
：
：
：
．
五
九

帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
．
：
…
：
…
：
…
…
：
：
．
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
：
：
：
：
：
…
…
…
…
…
：
…
…
…
一

口
絵

沖
縄
県
議
会
史
第
十
巻
資
料
編
７

次

二

衆
議
院
議
員
名
鑑
・
…
．
：
：
…
：
。
：
：
：
…
…
：
：
．
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
：
．
…
：
：
…
：
：
：
…
：
：
：
…
：
…
：
六
九
九

本
県
選
出
議
員
一
覧
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
・
・
：
…
…
…
…
：
…
…
…
．
：
。
…
…
…
：
．
…
…
：
：
：
…
：
…
…
…
六
九
九

沖
細
関
係
群
議
の
際
の
主
な
発
言
議
員
一
壁
．
：
：
：
…
…
…
：
：
…
…
：
…
：
．
．
…
・
…
…
．
：
…
…
・
…
：
：
…
：
…
…
…
：
七
○
六

総
選
挙
一
覧
表
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
・
・
・
…
…
：
…
・
…
．
．
…
…
…
…
七
三
○

あ
と
が
き
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
．
．
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
七
三
一

編
さ
ん
委
員
等
名
簿
．
：
：
…
：
…
：
：
…
…
：
：
…
：
…
：
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
：
：
：
：
：
…
：
：
：
：
…
…
…
…
…
…
…
：
七
三
四



○
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録

帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
（
沖
縄
関
係
抄
）
摘
要
目
次

五

注
１
配
列
は
、
「
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
」
の
掲
戦
順
に
よ
る
。

２
紙
幅
の
制
限
か
ら
収
録
で
き
な
か
っ
た
事
項
を
本
目
次
の
後
部
に
掲
戦
し
た
。

３
こ
の
「
委
員
会
議
録
」
は
、
前
巻
所
収
の
「
本
会
議
録
」
と
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
第
九
巻
を
参
照
さ
れ
た
い
。

第 第第
９５４

回回回

明
妬
・
廻
・
５

明明
2９２６

●

ユ１２

１３８

予
算
委
員
会
（
第
六
科
）

予
算
委
員
会
（
第
五
科
）

予
算
委
員
会
（
第
一
科
）

明
治
二
十
六
年
度
予
算
案
中
、
農
商
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審

査
。
沖
縄
県
等
に
お
い
て
開
催
予
定
の
府
県
連
合
共
進
会
に
つ
い
て
の
質
疑

応
縛
：
．
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
：
．
…
…
…
三

明
治
二
十
七
年
度
予
算
案
中
、
文
部
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。

沖
縄
県
に
お
け
る
教
育
の
実
状
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
・
…
…
・
…
・
…
：
…
…
・
…
…
四

明
治
二
十
九
年
度
予
算
案
中
、
文
部
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

予
算
項
目
「
北
海
道
及
沖
縄
県
等
一
一
於
テ
用
ユ
ベ
キ
教
科
書
」
に
つ
い
て
の

議
会
一

年
月

日

委
員
会

馨
談
の
要
旨



明
釦
・
１
．
”

鮒
叩
回

〃〃 〃〃〃

農
工
銀
行
法
案
委
員
会

、
１

朋
調
・
１
．
Ⅱ

明
”
・
３
．
Ⅳ

明
釦
・
１
．
班、１

明
朗
・
２
．
”

〃

明
釦
・
３
．
躯

〃

予
算
委
員
会
（
鮒
一
科
）

〃〃

一
ハ

質
疑
応
答
。
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
年
頃
の
普
通
の
教
科
書
を
使

用
し
て
い
た
が
、
現
地
の
現
況
が
違
っ
て
い
る
の
で
特
別
の
教
科
響
を
早
急

に
綿
さ
ん
す
る
必
要
が
あ
る
と
政
府
委
員
が
説
明
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
・
…
五

明
治
二
十
九
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。

沖
縄
県
の
地
方
制
度
の
改
革
、
沖
縄
県
の
航
海
補
助
費
に
つ
い
て
の
質
疑
応

答
…
：
…
：
…
：
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
五

明
治
二
十
九
年
度
予
算
案
中
、
文
部
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

奄
美
大
島
及
び
八
重
山
に
測
候
所
を
設
腫
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
・
…
：
。
ブし

「
挫
工
銀
行
法
案
」
の
零
査
。
完
全
な
る
所
有
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
沖

細
県
の
百
姓
地
に
対
す
る
農
工
銀
行
の
貸
付
等
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の

質
疑
応
答
・
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
：
…
…
…
：
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
・
一
二

明
治
三
十
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
符
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

沖
細
県
の
費
用
を
一
切
国
庫
が
支
弁
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
一
四

明
治
三
十
年
度
予
算
案
中
、
文
部
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。

沖
縄
県
の
場
合
「
細
書
饗
」
と
い
う
予
算
費
目
が
あ
っ
て
、
小
学
校
の
教
科

抑
は
す
べ
て
文
部
猫
で
編
さ
ん
し
与
え
て
い
る
が
、
他
府
県
で
は
鼎
で
編
さ

ん
し
て
い
る
関
係
か
ら
本
屋
が
県
に
運
動
し
て
本
の
値
段
が
向
く
な
っ
て
い

る
。
他
府
県
に
お
い
て
も
沖
縄
県
同
様
に
編
さ
ん
す
る
考
え
は
な
い
か
と
の

質
疑
応
答
・
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
：
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
・
…
…
：
…
：
…
…
…
一
五

明
治
三
十
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

沖
細
県
の
地
方
制
度
の
改
革
に
伴
い
解
雁
さ
れ
る
地
役
人
に
対
す
る
三

時
給
与
金
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
籍
…
…
．
．
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
一
六



明
3１

５
●

2４１

第
廻
回

第
哩
回

〃 〃 〃

予
錬
委
員
会
（
館
一
科
）

明
弛
・
３
．
４

明
皿
・
５
・
訓

明
釦
・
５
．
恥

予
算
委
員
会
（
総
会
）

明
狐
・
６
．
１

〃

予
算
委
員
会
（
第
二
科
）

〃

予
算
委
員
会
（
総
会
）
に
お
け
る
大
蔵
省
所
管
予
算
の
聯
査
。
「
明
治
三
十

一
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
追
加
案
」
の
歳
出
臨
時
部
に
計
上
さ
れ
て
い
た

「
沖
縄
県
土
地
整
理
費
二
万
六
百
十
二
円
」
に
つ
い
て
、
予
算
委
員
会
主
査

会
に
お
い
て
全
額
削
除
さ
れ
た
旨
主
査
か
ら
報
告
さ
れ
た
が
（
後
掲
明
瓢
．

５
．
鉦
参
照
）
、
予
算
委
員
会
総
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
主
査
会
の
修
正
議

決
を
否
決
し
、
政
府
原
案
の
と
お
り
復
活
さ
せ
た
。
…
…
：
…
…
…
．
．
…
…
：
…
…
…
一
八

明
治
三
十
一
年
度
追
加
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る

群
査
。
新
規
郡
業
で
あ
る
沖
細
貼
の
「
土
地
整
理
没
」
に
つ
い
て
の
政
府
の

説
明
及
び
質
疑
応
答
…
：
…
・
…
…
…
…
…
．
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
．
二
一
一

明
治
三
十
一
年
度
追
加
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る

群
査
。
沖
縄
県
の
「
土
地
整
理
費
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
。
主
と
し
て
土

地
整
理
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
方
針
、
饗
用
等
に
つ
い
て
の
質
疑
…
…
…
…
…
…
…
二
四

明
治
三
十
一
年
度
追
加
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る

審
査
。
沖
縄
県
の
「
土
地
整
理
郷
邑
に
つ
い
て
の
採
決
。
採
決
の
結
果
は
同

饗
目
を
全
額
削
除
す
る
修
正
案
が
可
決
さ
れ
る
。
理
由
は
追
加
予
算
で
あ
る

こ
の
予
算
案
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
緊
急
性
が
な
い
と
い
う

も
の
。
な
お
同
費
目
は
、
前
掲
の
と
お
り
予
算
委
員
会
総
会
に
お
い
て
は
復

活
さ
れ
た
。
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
二
六

明
治
三
十
二
年
度
予
算
案
中
、
内
務
猫
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

「
航
海
補
助
没
」
中
、
沖
縄
県
へ
の
「
航
海
補
助
残
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応

答
、
採
決
、
可
決
。
な
お
質
疑
応
答
中
、
当
時
沖
縄
の
離
島
航
路
に
就
航
し

て
い
た
大
有
丸
の
所
有
会
社
と
沖
縄
県
と
の
間
に
交
わ
し
た
契
約
書
及
び
沖

七



明
記
・
２
・
田

第
皿
回

〃 〃〃〃

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
霧
査
特
別
委
員
会

朋
犯
・
２
．
皿

明
弧
・
胆
・
皿

明
犯
・
２
・
瓢

予
算
委
員
会
（
第
一
科
）

明
犯
・
哩
・
１

〃

予
算
委
員
会
（
節
二
科
）

〃

八

縄
県
が
該
会
社
に
補
助
金
を
交
付
す
る
に
際
し
て
与
え
た
命
令
悪
全
文
の
朗

読
あ
り
。
．
．
…
…
…
…
・
…
・
…
…
．
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
…
二
八

明
治
三
十
二
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

沖
縄
県
の
「
社
禄
寺
禄
僧
侶
飯
米
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
並
び
に
「
沖
縄

県
土
地
整
理
没
」
に
つ
い
て
の
政
府
の
説
明
：
…
：
：
：
．
：
…
：
…
：
：
：
：
：
：
…
…
：
…
三
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
零
査
。
同
法
案
に
は
、
同
法
の

施
行
に
つ
い
て
「
小
笠
原
及
沖
縄
県
一
天
当
分
施
行
セ
ズ
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
下
に
お
い
て
沖
細
貼
に
お
い
て
選
挙
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
理
由
並
び
に
何
ら
か
の
方
法
で
代
議
士
を
選
出
す
る
方
法
が
な
い

も
の
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
．
．
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
三
五

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
沖
縄
県
へ
の
同
法
の
施

行
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
の
論
議
。
政
府
は
、
土
地
整
理
事
業
の
完
了
後

早
期
に
施
行
し
た
い
旨
の
意
向
を
表
明
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
一
一
一
九

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
「
北
海
道
に
も
衆
識
院

選
挙
法
を
施
行
す
る
こ
と
と
そ
の
選
挙
区
を
定
め
る
修
正
案
」
に
対
す
る
論

議
の
中
に
お
け
る
沖
縄
県
を
引
き
合
い
に
し
て
の
論
議
。
同
法
案
の
採
決
。

な
お
沖
縄
県
に
関
す
る
条
項
は
、
島
田
三
郎
君
（
神
奈
川
県
選
出
）
提
出
の

修
正
案
が
議
決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
沖
細
鼎
の
場
合
宮
古
、
八
重
山
を
除

く
地
域
か
ら
二
人
を
選
出
す
る
こ
と
に
決
さ
れ
た
。
同
法
案
は
、
そ
の
後
本

会
議
で
も
委
員
会
修
正
案
の
と
お
り
議
決
さ
れ
た
が
、
貴
族
院
で
修
正
さ
れ
、

両
院
協
議
会
を
開
く
も
協
議
が
と
と
の
わ
ず
、
結
局
成
立
し
な
か
っ
た
。
：
：
…
：
：
四
四

明
治
三
十
三
年
度
予
算
案
中
、
文
部
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。



明
躯
・
皿
・
虹

〃 〃 〃 〃 〃

旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案
群
査

特
別
委
員
会

明
記
・
２
．
３

明
３３
●

１
●

2２１

明
３３
●

１
●

222

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

外
一
件
審
迩
特
別
委
員
会

肌
3２

１１

２９

予
算
委
典
会
（
節
二
科
）

衆
議
院
識
貝
逃
挙
法
改
正
法
律
案

外
二
件
群
衣
特
別
委
員
会

〃

国
の
教
科
書
編
さ
ん
に
関
す
る
質
疑
応
答
中
、
特
に
編
さ
ん
方
法
の
異
な
る

沖
縄
県
用
教
科
書
の
編
さ
ん
に
関
す
る
質
疑
、
各
府
県
の
測
候
所
の
費
用
が

各
府
県
の
負
担
で
あ
る
の
に
対
し
、
沖
縄
及
び
奄
美
大
島
の
測
候
所
は
中
央

気
象
台
の
直
緋
で
官
立
で
あ
る
旨
の
政
府
の
説
明
、
沖
縄
県
に
郡
視
学
を
侭

く
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
：
：
…
・
…
：
…
…
…
：
…
…
。
：
．
…
：
…
四
六

明
治
三
十
三
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
癖
査
。

「
沖
細
県
土
地
整
理
費
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
…
：
：
：
…
…
．
：
：
．
：
…
：
五
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
①
沖
縄
県
の
選
挙
区
は
、

那
職
、
首
里
も
含
め
て
一
選
挙
区
と
な
っ
て
い
る
が
、
那
職
、
首
里
を
各
食

独
立
し
た
選
挙
区
と
し
て
い
な
い
理
由
、
②
沖
縄
県
の
定
数
に
つ
い
て
は
、

他
府
県
と
異
な
り
人
口
に
よ
ら
な
い
で
二
人
と
し
た
理
由
、
③
宮
古
、
八
重

山
を
沖
縄
県
の
選
挙
区
か
ら
除
外
し
た
理
由
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
・
…
…
五
一

「
衆
談
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
沖
縄
県
の
定
数
二
人
に
つ

い
て
の
質
疑
応
答
。
商
木
正
年
君
（
東
京
府
選
出
）
提
出
の
沖
細
県
の
定
数

を
四
人
と
す
る
修
正
動
議
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
：
：
…
…
五
四

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
聯
査
。
前
記
高
木
正
年
君
提
出
の

修
正
動
議
の
採
決
、
賛
成
者
少
数
で
否
決
。
な
お
修
正
動
議
の
内
容
は
、
嗣

頭
郡
、
中
頭
郡
、
島
尻
郡
は
そ
れ
ぞ
れ
一
選
挙
区
と
し
て
定
員
一
人
ず
つ
、

那
覇
区
、
首
里
区
、
宮
古
、
八
重
山
を
一
選
挙
区
と
し
て
定
員
一
人
で
、
沖

細
県
か
ら
計
四
人
の
議
員
を
選
出
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
…
：
…
：
．
…
：
：
五
六

「
旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案
」
の
零
査
。
関
信
之
介
君
（
茨
城
県
選
出
）

の
提
案
理
由
の
説
明
、
政
府
の
同
法
案
に
同
意
し
か
ね
る
旨
の
意
見
開
陳
、

九



明
弘
・
１
．
剛

第
蛎
回

〃〃 〃〃〃

酒
造
税
法
巾
改
眼
法
律
案
外
七
件

委
員
会

明
く
鍋
。
２
．
ｍ

明明
３３３３
●●

２２
●①

1５１２

肌
狐
・
２
．
４

〃〃

明
弘
・
２
．
通

〃

予
算
委
員
第
二
分
科
会

〃

一
Ｃ

質
疑
応
答
。
な
お
本
法
案
の
趣
旨
は
、
旧
藩
時
代
に
付
届
役
、
渡
清
役
と
し

て
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
役
俸
を
、
廃
群
侭
鼎
に
よ
っ
て
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
百
七
十
二
人
に
対
し
、
総
額
八
十
一
万
四
千
七
百
九
十
三
円

十
二
銭
の
う
ち
既
に
政
府
が
こ
れ
ま
で
補
助
金
、
授
産
金
の
名
目
で
支
払
っ

た
十
六
万
余
円
を
差
し
引
い
た
残
額
を
公
債
証
書
と
し
て
下
渡
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
本
法
案
は
、
第
十
四
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
本
会
議
で

第
一
一
読
会
を
開
か
な
い
と
決
せ
ら
れ
た
（
否
決
）
・
…
・
…
・
…
…
：
…
…
：
…
：
…
・
…
五
七

「
旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案
」
の
群
査
。
政
府
の
本
法
案
に
か
か
る
率
実

関
係
の
説
明
、
質
疑
応
答
…
…
…
：
…
…
…
…
：
：
…
：
：
…
…
…
…
：
…
…
・
・
…
：
…
：
六
一

「
旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
…
…
…
：
：
…
…
…
：
…
…
…
七
一

「
旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案
」
の
幕
査
。
質
疑
応
答
、
討
論
。
他
日
修
正

案
を
提
出
し
た
い
と
の
意
思
表
示
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
・
…
七
四

（
注
そ
の
後
の
同
委
員
会
議
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
）

明
治
三
十
四
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。

沖
縄
県
の
土
地
整
理
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
．
…
：
：
：
…
…
：
．
．
：
…
…
七
六

「
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
外
七
件
（
そ
の
中
に
は
「
沖
縄
県
酒
類
出
港

税
則
中
改
正
法
律
案
」
や
「
砂
糖
消
磯
税
法
案
』
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
）

の
瑚
税
法
案
の
群
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
な
お
増
税
の
理
由

は
、
「
昨
年
六
月
以
後
北
清
の
事
変
が
起
こ
り
、
軍
隊
を
派
遣
し
た
の
で
そ

れ
に
要
す
る
幾
用
に
充
て
る
た
め
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
砂
糖
に
消
費
税

が
課
せ
ら
れ
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
：
七
七

「
砂
糖
消
費
税
法
案
」
等
の
群
査
。
討
論
、
採
決
、
可
決
…
…
…
：
：
…
：
…
：
：
：
…
八
○



明
鎚
・
２
．
面

第
副
回

第
咽
回

鎮
手
巡
回

〃 〃 〃

蒲
願
委
員
会

明
鎚
・
２
．
妬

肌
鎚
・
２
．
聾１

明
鎚
・
２
．
”

明
託
・
５
．
卯

沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島

一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
収
二
関
ス
ル
法

律
案
委
員
会

明
拠
・
皿
・
邪

予
算
委
員
第
一
分
科
会

決
算
委
貝
節
四
分
科
会

予
猟
委
員
節
二
分
科
会

〃

明
治
三
十
五
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
癖
査
。

「
行
政
執
行
費
」
に
か
か
る
沖
縄
県
関
係
の
行
政
処
分
の
実
績
に
つ
い
て
の

質
疑
応
答
。
本
問
題
に
関
し
、
政
府
は
そ
の
答
弁
に
お
い
て
沖
縄
県
に
お
け

る
密
売
淫
の
多
い
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
な
お
沖
細
県
の
術
生
我

が
瑚
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
質
疑
応
答
あ
り
。
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
八
一
一
一

「
沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島
二
於
ケ
ル
国
税
徴
収
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法

案
の
趣
旨
は
、
沖
細
県
の
場
合
、
土
地
盤
理
が
完
了
し
て
い
な
い
た
め
国
税

の
徴
収
は
旧
憤
に
よ
っ
て
い
る
が
、
近
年
滞
納
者
が
琳
加
す
る
傾
向
に
あ
る

の
で
国
税
徴
収
法
中
の
滞
納
処
分
の
例
に
な
ら
っ
て
徴
収
し
よ
う
と
い
う
も

の
Ｏ
・
・
・
・
・
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
．
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
・
・
・
・
・
・
・
・
…
…
八
六

明
治
三
十
六
年
度
予
算
追
加
案
中
、
内
筋
粉
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る

癖
査
。
「
沖
縄
県
地
方
費
」
中
の
「
畜
牛
結
核
病
予
防
饗
」
の
計
上
方
法
に

つ
い
て
の
論
議
及
び
延
び
延
び
と
な
っ
て
い
た
沖
縄
県
の
「
高
等
女
学
校
」

の
設
慨
を
め
ぐ
っ
て
の
論
議
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
：
：
：
…
…
・
…
…
・
…
…
・
八
八

明
治
三
十
四
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
（
逓
信
省
所
管
）
の
分
科
会
に
お
け
る

審
査
。
会
計
検
査
院
か
ら
会
計
法
違
反
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
那
覇
郵
便
局
敷

地
の
取
得
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
：
：
：
：
：
：
：
…
…
…
：
…
…
…
…
．
．
…
…
：
：
九
○

明
治
三
十
四
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
（
逓
信
省
所
管
）
の
分
科
会
に
お
け
る

群
在
。
前
記
那
職
郵
便
局
敷
地
の
取
得
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
の
弁
明
、
本

問
題
に
つ
い
て
の
委
員
会
の
決
定
…
…
…
：
…
．
：
：
…
…
…
：
：
…
：
…
：
…
…
…
…
：
．
九
一
一

沖
縄
県
・
山
里
栄
三
外
一
万
六
千
百
九
十
五
端
提
出
、
諦
願
番
号
第
百
四
十



明
釣
・
３
．
岨

卵
塑
回

〃ﾉノノノ

非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
外

七
件
委
員
会

明
３７

１２
色

1３

明明
3８３７

１１２

２７１５

一
一
一

七
号
、
件
名
不
詳
の
群
査
。
請
願
の
要
旨
は
、
「
沖
細
県
下
は
七
十
有
余
年

来
、
未
だ
か
つ
て
な
い
大
早
に
遭
い
、
全
く
悲
惨
な
状
況
を
呈
し
て
い
る
。

よ
っ
て
収
穫
皆
無
の
土
地
に
対
し
て
地
租
特
別
免
除
の
法
律
を
制
定
し
て
も

ら
い
た
い
」
と
い
う
も
の
。
分
科
会
の
主
査
が
、
分
科
会
で
は
本
請
願
は

「
院
識
一
一
附
セ
ザ
ル
モ
ノ
」
（
不
採
択
）
と
決
定
し
た
旨
報
告
、
採
決
の
結

果
は
そ
の
と
お
り
決
せ
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
本
請
願
と
同
趣
旨
の
詰
願

や
法
律
案
が
既
に
本
会
議
に
お
い
て
否
決
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
な
っ
て
い

る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
九
三

「
沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
霧
査
。
質
疑
応
答
。
沖
縄
県

内
で
消
我
す
為
場
合
に
無
税
扱
い
と
な
っ
て
い
あ
酒
が
鹿
児
島
、
宮
崎
等
に

密
輸
出
さ
れ
清
酒
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
の
論
議
及

び
沖
縄
県
に
も
本
土
同
様
の
酒
造
税
法
を
施
行
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
議

あ
り
。
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
・
…
…
・
九
四

「
沖
細
雌
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
採
決
、
可
決
・
…
…
…
…
…
：
．
ブ
プ
Ｌ
一
、

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
我
国
庫
補
助
法
及
教
育
基
金
令
二
依
ル
沖
純
県
ノ

配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残
額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」

の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
・
…
…
・
…
…
…
．
．
：
…
…
…
九
六

″

市
町
村
立
小
挫
十
校
教
育
没
国
庫
補

助
法
及
教
育
基
金
令
一
一
依
ル
沖
縄

県
ノ
配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残

額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス

ル
法
律
案
委
員
会

予
算
委
員
第
一
分
科
会

明
治
三
十
九
年
度
予
算
追
加
案
中
、
司
法
柑
所
櫛
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る

群
査
。
沖
縄
県
に
不
動
産
登
記
法
を
施
行
す
る
た
め
の
没
用
に
つ
い
て
の
政

府
の
説
明
、
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
：
：
：
：
：
：
…
・
…
：
…
…
九
九



明
調
・
１
．
師

〃
〃 〃 〃 〃 〃

決
算
委
員
会

明
調
・
２
．
”

明
”
・
３
．
卯

明
調
．
２
．
５

明
調
．
２
．
１

予
算
委
員
第
三
分
科
会

明
調
．
２
．
２

〃

決
算
委
員
第
一
分
科
会

〃

予
算
委
員
第
五
分
科
会

明
治
三
十
九
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
森
。

「
沖
縄
県
諸
禄
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
及
び
沖
縄
の
塩
の
賠
俄
価
格
の
商

額
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
：
：
…
：
…
・
…
…
・
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
一
○
一

明
治
三
十
九
年
度
予
算
案
中
、
農
商
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審

査
。
沖
縄
県
の
「
糖
業
改
良
費
」
及
び
「
柚
山
ノ
処
分
」
の
費
用
に
つ
い
て

の
政
府
の
説
明
あ
り
。
．
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
・
…
…
…
：
一
○
禿

明
治
三
十
九
年
度
予
算
案
中
、
坐
商
務
省
所
智
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群

査
。
沖
縄
県
に
お
け
る
糖
業
改
良
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
一
○
六

明
治
三
十
九
年
度
予
算
案
中
、
農
商
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群

査
。
沖
縄
県
に
お
け
る
「
糖
業
試
験
場
新
営
費
」
に
つ
い
て
の
政
府
の
説

明
、
質
疑
応
答
及
び
沖
縄
県
の
「
柚
山
ノ
処
分
調
査
饗
」
に
つ
い
て
の
質
疑

応
答
：
：
：
…
・
…
…
・
…
…
：
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
一
○
七

明
治
三
十
六
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
大
蔵
猫
所
智
「
沖
細
県
土
地
盤
理
盤
」

の
群
査
。
分
科
会
主
在
の
報
告
、
政
府
委
員
の
弁
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
、

分
科
会
報
告
の
と
お
り
不
当
と
決
定
。
本
件
は
明
治
三
十
一
一
年
か
ら
五
か
年

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
沖
縄
県
の
土
地
整
理
に
当
た
っ
て
、
そ
の
間
そ
の
事

務
や
作
業
に
携
わ
っ
た
職
員
に
妥
当
で
な
い
旅
災
や
賞
与
金
を
支
給
し
た
と

い
う
こ
と
で
、
会
計
検
査
院
か
ら
不
当
聯
項
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
政
府
の
弁
明
や
質
疑
応
答
の
詳
細
は
、
次
掲
の
決
算
委
員
鋪
一

分
科
会
の
記
録
を
参
照
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
一
一
四

前
掲
「
沖
縄
県
土
地
整
理
費
」
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。
政
府
の
弁
明
、

質
疑
応
答
…
…
…
…
：
．
：
：
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
：
…
：
…
…
：
…
・
一
一
七

一
一
一



明
如
・
１
．
妬

第
鯛
回

〃〃〃〃

民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案
委
員

会

肌
抑
・
３
．
皿

明
鋤
・
３
．
”

明
鋤
・
２
．
泌

明
3９

３

２４

予
算
委
員
会

〃

請
願
委
員
会

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
外
二
件
委
員
会

前
掲
に
同
じ
。
討
論
、
採
決
、
会
計
検
査
院
報
告
の
と
お
り
不
当
と
決
さ
れ

た
。
…
…
…
…
・
…
…
…
．
．
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
一
二
一

宮
古
郡
平
良
間
切
西
仲
宗
根
村
十
七
番
地
大
村
寛
城
提
出
、
請
願
番
号
第
三

百
一
一
十
一
一
号
「
沖
縄
県
宮
古
八
重
山
両
郡
民
選
挙
権
ノ
請
願
」
の
審
査
。
請

願
の
要
旨
は
、
「
選
挙
法
の
施
行
が
な
さ
れ
て
い
な
い
宮
古
、
八
重
山
に
対

し
て
も
選
挙
法
を
施
行
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
も
の
で
、
委
員
会
で
は

そ
の
趣
旨
を
適
当
と
認
め
て
、
参
考
の
た
め
衆
議
院
選
挙
法
改
正
法
案
委
員

会
に
送
付
す
る
と
決
定
し
た
。
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
一
一
一
一
一

「
民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
縛
、

討
論
、
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
沖
縄
県
の
土
地
整
理
が
完
了
し
た

こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
沖
縄
県
へ
の
施
行
が
停
止
さ
れ
て
い
た
不
動
産
上

の
権
利
に
関
す
る
法
律
を
沖
縄
県
に
も
施
行
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
…
…
…
一
一
一
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
同
題
名
の
法
案
が
他
に
二
件
あ

り
。
）
の
群
査
。
い
ず
れ
も
議
員
立
法
。
そ
の
う
ち
沖
縄
県
と
関
係
の
あ
る

も
の
は
森
本
駿
君
（
兵
庫
県
選
出
）
提
出
に
か
か
る
も
の
で
、
衆
識
院
選
挙

法
が
施
行
さ
れ
て
い
な
い
宮
古
、
八
重
山
に
対
し
て
も
同
法
を
施
行
し
よ
う

と
い
う
も
の
。
同
法
案
に
対
す
る
修
正
案
の
提
出
、
討
論
、
採
決
、
可
決
。

な
お
本
法
案
は
、
本
会
議
に
お
い
て
も
可
決
さ
れ
た
が
、
貴
族
院
に
送
付
さ

れ
ず
、
成
立
し
な
か
っ
た
。
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
・
…
：
：
…
：
…
：
：
：
…
：
：
…
一
一
一
一
一
一
一

「
明
治
四
十
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
案
』
の
審
在
。
大
蔵
省
所
管
予
算
中
、

「
沖
細
県
金
禄
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
縛
及
び
「
那
覇
港
修
築
没
」
と
の
関

係
に
垢
け
る
那
職
港
修
築
の
規
模
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
一
四
一

一

四



明
伽
・
１
．
劉

銘
塑
回

〃 〃 〃 〃 〃 〃

府
県
制
中
改
正
法
律
案
外
一
件
委

員
会

明
狐
・
２
．
卯

明
４１
○

１
●

2(）

叩
幽
伽
・
２
．
５

肌
仙
・
２
．
１

明
伽
・
３
．
２

衆
繊
院
繊
員
選
挙
法
巾
改
正
法
律

案
外
三
件
委
員
会

明
伽
・
１
．
釦

予
算
委
員
第
五
分
科
会

地
租
条
例
中
改
正
法
律
案
外
二
十

九
件
委
員
会

予
算
委
貝
第
二
分
科
会

予
算
委
員
節
二
分
科
会

予
算
委
員
節
一
分
科
会

明
治
四
十
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
霧
査
。

那
職
港
の
築
港
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
・
…
…
…
：
・
・
：
：
：
：
：
…
：
…
…
…
…
…
…
・
一
四
一
一

明
治
四
十
年
度
予
算
案
中
、
農
商
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
燕
。

沖
縄
雌
に
お
け
る
糖
業
改
良
蟹
の
使
途
に
つ
い
て
の
質
疑
応
稗
並
び
に
沖
細

県
に
お
け
る
柚
山
の
調
迩
没
に
つ
い
て
の
政
府
の
説
明
…
：
．
…
：
。
…
…
…
：
：
：
…
一
四
四

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
同
題
名
の
法
案
が
他
に
三
件
あ

り
。
）
の
群
査
。
い
ず
れ
も
議
員
立
法
。
そ
の
う
ち
沖
細
県
と
関
係
の
あ
る

も
の
は
森
本
駿
君
提
出
に
か
か
る
も
の
で
、
衆
議
院
選
挙
法
が
施
行
さ
れ
て

い
な
い
宵
古
、
八
電
山
に
対
し
て
も
同
法
を
施
行
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
衝

疑
、
討
論
、
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
も
溌
族
院
に
お
い
て
群
議
未
了
…
…
…
一
四
六

明
治
岡
十
一
年
度
予
算
案
中
、
外
務
省
所
符
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
詳
充
。

移
民
の
移
民
地
に
お
け
る
現
況
に
関
す
る
質
疑
応
答
中
、
政
府
委
員
の
「
沖

縄
移
民
は
同
盟
罷
工
を
企
て
ず
、
賭
博
、
飲
酒
に
耽
け
る
こ
と
な
く
、
好
成

紙
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
あ
り
。
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
一
五
四

明
治
四
十
一
年
度
予
算
案
中
、
内
務
肴
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
霧
森
。

敦
賀
港
の
早
期
修
築
と
の
関
係
に
お
け
る
那
覇
港
の
修
築
に
つ
い
て
の
質
疑

応
答
…
…
…
・
…
．
：
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
：
：
：
：
：
：
…
：
…
：
…
：
：
…
：
…
一
五
六

「
府
県
制
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
沖
縄
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
一
一
関
ス
ル

法
律
案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
蕃
、
採
決
、
可
決
。
な
お

両
法
律
案
は
明
年
度
か
ら
沖
縄
県
に
施
行
さ
れ
る
県
制
に
向
け
て
の
も
の
。
…
…
一
五
七

「
沖
縄
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆
七
島
一
一
於
ケ
ル
酒
造
税
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
外
四
件
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
。
な
お
「
沖
縄
県
及
東
京
府
小
笠

一

五



明
狸
・
２
．
瓢

第
２５〃

回

〃〃〃〃

輸
入
原
料
砂
糖
戻
税
法
巾
改
正
法

律
案
外
四
件
委
員
会

明
“
・
２
．
ｍ

明明
４２４１
●●

２２
●●

fｌｌ７

明
蛇
・
２
．
四

明
狸
・
２
．
型

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
外
二
件
委
員
会

〃

国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
委
員

今
云

″

予
算
委
員
第
一
二
分
科
会

原
島
伊
豆
七
島
一
一
於
ケ
ル
酒
造
税
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
は
、
こ
れ
ま
で
沖
細

県
に
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
酒
造
税
を
沖
縄
県
に
も
施
行
し
そ
の
税
率
を

本
土
の
三
分
の
一
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
ま
た
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則

中
改
正
法
律
案
」
は
、
酒
造
税
の
税
率
の
改
訂
に
伴
い
改
正
さ
れ
る
も
の
。
：
：
：
一
五
九

「
国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応

答
。
な
お
本
法
案
は
、
沖
縄
県
の
柚
山
に
つ
い
て
、
従
来
旧
慣
に
よ
っ
て
い

た
も
の
を
一
部
の
例
外
を
除
き
国
有
林
野
と
同
様
な
制
度
に
し
よ
う
と
い
う

、
も
の
Ｏ
・
・
…
…
…
・
・
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
一
六
一

「
国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
」
の
瀞
査
。
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
…
・
…
：
…
一
六
七

明
治
四
十
一
一
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
樹
所
櫛
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群

査
。
「
恩
給
諸
禄
」
中
、
依
然
金
禄
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
「
沖
細
県
ノ

諸
禄
」
の
公
使
処
分
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
・
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
：
一
六
九

「
輸
入
原
料
砂
糖
戻
税
法
中
改
正
法
律
案
」
並
び
に
新
た
に
付
託
さ
れ
た
砂

糖
関
連
四
法
案
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
な
お
新
た
に
付
託
さ
れ
た
四
法
案
は

い
ず
れ
も
議
員
立
法
で
、
そ
の
中
に
は
樽
入
黒
糖
の
税
額
現
行
三
円
を
一
門

に
改
訂
す
る
「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
：
…
…
：
：
一
七
一

「
輸
入
原
料
砂
糖
戻
税
法
中
改
正
法
律
案
」
外
四
件
の
審
査
。
討
論
、
採
決
、

い
ず
れ
，
も
可
決
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
：
：
．
…
・
…
：
。
：
…
…
一
七
四

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
外
二
件
の
幕
査
。
三
件
と
も
議
員

立
法
で
同
題
名
の
法
案
。
質
疑
応
答
、
修
正
動
議
の
提
出
。
三
件
の
う
ち
小

泉
又
次
郎
君
外
一
名
提
出
の
法
案
に
対
し
て
、
衆
議
院
選
挙
法
が
施
行
さ
れ

て
い
な
い
宮
古
、
八
重
山
に
も
同
法
が
施
行
さ
れ
る
よ
う
な
修
正
動
議
が
提

一
一
ハ



明
狸
・
３
．
１

第
配
回

〃〃 〃 〃

沖
縄
県
羅
災
救
助
基
金
法
案
委
員

今
雪

″

両
院
協
議
会
（
砂
職
消
班
税
法
中

改
正
法
律
案
）

明
佃
・
２
．
６

明明
4２４２

３２

１８２６

明
哩
・
２
．
鰯

出
さ
れ
た
。
．
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
一
八
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
外
一
件
の
審
査
。
質
疑
応
答
、
修

正
助
識
の
提
出
、
討
論
、
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
：
…
一
八
一
一

「
沖
縄
県
羅
災
救
助
基
金
法
案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
群
…
…
一
八
禿

予
算
委
員
第
三
分
科
会

一
沖
細
県
確
災
救
助
基
金
法
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
：
：
…
：
…
一
九
五

本
那
項
は
、
没
衆
両
院
の
本
会
議
に
お
い
て
議
決
の
結
果
が
異
な
っ
た
法
案

の
調
整
を
行
う
両
院
同
数
の
議
員
で
椛
成
す
る
機
関
で
あ
る
両
院
協
議
会
の

記
録
で
、
本
巻
の
編
さ
ん
目
的
で
あ
る
衆
議
院
の
委
員
会
の
記
録
で
は
な

い
。
し
か
し
前
記
「
明
狸
・
２
．
画
」
及
び
「
明
狸
・
２
．
型
」
で
審
議
さ

れ
た
「
砂
職
消
班
税
法
巾
改
正
法
律
案
」
と
腫
接
関
連
の
あ
あ
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
こ
に
収
録
し
た
。
な
お
「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
は
、
衆
議
院

に
お
い
て
「
樽
入
黒
糖
、
樽
入
白
下
糖
、
樽
入
糖
蜜
」
の
税
額
百
斤
に
つ
き

三
門
を
二
円
に
改
正
し
た
が
、
没
族
院
で
は
樽
入
黒
糖
の
詮
の
改
正
を
認
め

他
は
現
行
の
ま
ま
と
し
た
こ
と
か
ら
、
両
院
協
議
会
に
お
け
る
洲
整
と
な
っ

た
。
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
一
九
七

明
治
四
十
三
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。

政
府
か
ら
提
案
さ
れ
て
い
論
税
制
整
理
法
案
中
、
台
湾
産
糖
が
減
税
さ
れ
て

い
る
の
に
反
し
、
沖
縄
や
大
鳥
産
雛
が
据
え
撒
き
に
な
っ
て
い
あ
の
は
弱
い

立
場
の
沖
縄
や
大
島
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
不
公
平
な
も
の
で
あ
る
と
の
立
場

か
ら
の
質
疑
応
答
並
び
に
明
治
四
十
一
年
度
か
ら
沖
縄
の
酒
類
の
造
石
高
が

減
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
・
…
…
：
…
．
：
…
：
…
…
：
…
：
…
二
○
○

〃

一
七



明明
4３４３

２１

９３１

〃 〃〃ﾉノ〃 〃

予
算
委
員
第
五
分
科
会

朋
妃
・
１
．
瓢

明
姻
・
２
．
３

明
姻
・
１
．
瓢

明
梱
・
１
．
妬

砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
外

七
件
委
員
会″〃

請
願
委
員
第
一
分
科
会

地
租
条
例
中
改
正
法
律
案
外
五
件

委
員
会

明
治
四
十
三
年
度
予
算
案
中
、
農
商
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審

査
。
「
糖
業
改
良
費
」
の
成
絞
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
：
…
…
…
・
…
。
：
：
…
：
…
一
一
○
三

鹿
児
島
県
安
田
為
僧
外
四
塙
提
出
「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
ノ
請
願
」
の
審

査
。
諦
願
の
要
旨
は
、
「
本
議
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る
砂
職
消
没
税
法
中
改

正
法
律
案
に
は
良
質
の
砂
糖
に
つ
い
て
は
減
税
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、

樽
入
黒
糖
や
白
下
糖
に
つ
い
て
は
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
も
減
税
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
も
の
。
審
査
の
結
果
は
「
砂
糖
消

費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
を
群
査
し
て
い
る
委
員
会
に
参
考
の
た
め
送
付
す

る
こ
と
に
決
さ
れ
た
。
な
お
本
論
願
は
、
鹿
児
島
県
在
住
の
諸
願
人
か
ら
提

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
県
と
関
連
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
採
録
し
た
。
…
…
二
○
五

「
沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
旧
租
免
除
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
、
「
明
治
四
十
一
年
法

律
第
三
十
七
号
中
改
正
法
律
案
」
（
地
方
税
制
限
一
一
関
ス
ル
法
律
）
の
審
査
。

政
府
の
説
明
、
質
疑
応
答
。
な
お
前
者
の
法
案
は
、
旧
悩
時
代
の
地
租
六
十

万
余
円
の
滞
納
分
が
郡
突
上
徴
収
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
を
免
除
し
よ

う
と
い
う
、
も
の
。
ま
た
後
者
の
法
案
は
、
沖
細
県
の
区
及
び
町
村
に
対
す
る

地
租
の
附
加
税
の
税
率
は
本
土
市
町
村
と
は
異
な
り
高
い
税
率
が
適
用
さ
れ

て
い
た
が
府
県
制
の
施
行
に
伴
い
本
土
の
市
町
村
と
同
様
に
し
よ
う
と
い
う

、
も
の
。
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
・
一
一
○
六

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応

答
・
…
…
…
・
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
．
：
…
…
…
…
二
○
九

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
答
…
：
…
：
…
…
…
…
：
…
一
一
一
四

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
特
別
調
査
委
員
会
の
報
告
、

一

八



明
棚
・
３
．
９

節
”
回
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明
娼
。
２
．
Ｍ

明
狐
・
１
．
詔

明
“
・
３
．
２

明
“
・
３
．
順

明
妃
・
３
．
ｍ

請
願
委
員
会

明
佃
・
３
．
３

明明
4３４３

２２

１４１７

修
正
動
議
の
提
出
、
採
決
、
可
決
・
…
：
…
：
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
．
：
…
：
二
二
四

「
沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
な

お
沖
縄
貼
知
聯
日
比
麓
明
荊
も
説
明
に
当
た
っ
て
い
る
。
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
二
二
六

「
沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
：
：
…
…
…
…
：
二
三
七

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
提
出
者
（
小
泉
又
次
郎

君
）
の
趣
旨
説
明
、
修
服
動
機
の
提
出
、
政
府
の
意
見
開
陳
、
質
疑
応
答
。

な
お
沖
細
関
係
の
条
項
は
、
小
泉
君
提
出
の
原
案
に
は
な
く
、
平
島
松
尾
羽

が
提
出
し
た
修
正
動
議
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
衆
議
院
議
員
選
挙

法
の
施
行
が
な
さ
れ
て
い
な
い
宮
古
、
八
重
山
に
つ
い
て
も
同
法
を
施
行
し

よ
う
、
と
い
う
、
も
の
。
．
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
一
四
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
然
、
採
決
、
平

島
君
の
修
正
案
ど
お
り
決
さ
れ
た
。
な
お
本
法
案
は
貴
族
院
で
否
決
さ
れ

た
。
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
二
四
九

「
那
職
港
修
築
工
亦
ヲ
沖
細
県
一
一
引
継
ク
邪
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
審
査
。

政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
：
…
：
…
…
：
…
…
：
：
…
：
：
：
：
…
…
・
…
：
：
：
…
：
一
一
五
一

「
那
覇
港
修
築
工
事
ヲ
沖
縄
県
一
一
引
継
ク
布
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
審
査
。

採
決
、
可
決
・
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
：
：
…
…
：
：
．
…
…
…
…
…
…
：
二
五
三

沖
縄
県
那
覇
区
士
族
屋
宜
宣
綿
外
三
十
四
名
提
出
「
旧
琉
球
蒋
吏
役
俸
処
分

法
制
定
ノ
請
願
」
の
審
査
。
特
別
調
査
委
員
長
の
報
告
、
採
決
、
採
択
．
：
…
：
：
：
一
一
五
三

番
川
県
大
川
郡
白
鳥
村
鎌
剛
虎
太
郎
外
四
十
六
名
提
出
「
砂
糖
政
餓
一
一
関
ス

ル
請
願
」
の
特
別
調
査
委
員
会
に
お
け
る
聯
査
。
質
疑
応
縛
・
…
…
：
．
…
…
…
…
：
二
五
五

「
沖
縄
県
農
工
銀
行
補
助
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、

一
九

請
願
委
員
第
一
分
科
員
中
砂
職
政

策
一
一
関
ス
ル
件
調
査
委
員
会

沖
縄
県
農
工
銀
行
補
助
二
関
ス
ル

沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
委
員
会

那
職
港
修
築
工
那
ヲ
沖
細
県
二
引

継
ク
事
一
一
関
ス
ル
法
律
案
委
員
会

″ ″

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
委
員
会

〃



明
妬
・
２
．
皿

第
配
回
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明
妬
・
３
．
”

明明明
4４４４４４

３２２
●●●

1６２５１４

明
坐
・
２
．
昭

明
“
・
３
．
妬

法
律
案
委
員
会

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
委

員
会

″″

明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
一
二
号
廃

止
法
律
案
委
員
会

明
妬
・
２
．
９

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑

応
答
。
な
お
本
法
案
は
、
黒
糖
及
び
白
下
糖
の
税
額
を
引
き
下
げ
よ
う
と
い

請
願
委
員
第
一
分
科
員
中
旧
琉
球

藩
吏
役
俸
処
分
法
制
定
ノ
件
外
四

件
特
別
調
査
委
員
会

砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
委

員
会

内
地
粗
糖
業
保
謹
二
間
ス
ル
建
議

案
委
員
会

請
願
委
員
第
一
分
科
会

二
○

質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
…
：
：
…
：
：
：
…
…
・
…
…
．
：
…
…
．
：
：
：
…
…
…
：
：
：
…
二
六
五

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
零
査
。
質
疑
応
答
。
な
お
本
法
案
は
、

白
下
糖
の
税
額
を
黒
糖
並
承
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
：
…
：
．
．
：
：
…
…
・
…
：
…
：
二
六
八

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
聯
査
。
質
疑
応
答
．
．
…
…
…
…
…
…
…
：
：
一
一
七
一
一

「
砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
討
論
、
採
決
、
可
決
・
…
：
…
：
…
・
一
一
八
八

「
明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
廃
止
法
律
案
」
の
群
査
。
政
府
の
趣
旨
説

明
、
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
こ
れ
ま
で
本
法
に
よ
っ

て
沖
縄
県
へ
の
施
行
が
停
止
さ
れ
て
い
た
破
産
法
を
、
本
法
を
廃
止
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
沖
細
県
に
施
行
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
．
…
…
…
．
：
…
…
・
…
・
…
…
…
一
一
八
九

「
内
地
粗
糖
業
保
護
二
関
ス
ル
処
議
案
」
の
群
査
。
提
出
渚
の
趣
旨
説
明
、

質
疑
応
答
：
…
…
：
：
…
…
：
：
：
…
：
：
…
：
…
・
…
…
…
：
…
：
…
…
：
…
…
…
…
：
…
二
九
一

沖
縄
県
那
覇
区
字
泉
崎
屋
宜
宣
綿
外
七
百
四
十
五
名
、
首
里
区
宇
久
場
川
真

志
喜
安
愈
外
百
九
十
五
箱
、
那
珊
区
字
西
久
志
助
保
外
十
九
名
及
び
那
覇
区

宇
久
米
普
久
嶺
徳
芽
外
八
十
七
名
提
出
の
「
旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
制
定

ノ
諦
願
」
並
び
に
大
里
村
字
与
那
原
伊
江
刺
信
外
四
名
提
出
の
「
旧
琉
球
藩

吏
金
禄
処
分
誤
謬
訂
正
ノ
請
願
」
の
群
査
。
紹
介
議
員
の
趣
旨
説
明
、
特
別

調
査
委
員
会
へ
の
付
託
…
：
…
…
…
：
：
：
…
：
：
…
：
…
・
…
…
…
…
：
：
：
：
：
：
…
…
一
一
一
○
六

前
記
五
件
の
請
願
の
特
別
調
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
。
質
疑
応
答
、
採
決
、

採
択
・
…
…
・
…
：
…
…
：
…
…
…
…
：
…
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
三
○
九
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回
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釦
回

節
鋤
回
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戸
籍
法
改
正
法
律
案
外
三
件
委
員

会

大
３
．
皿
・
”

大
３
．
２
．
邪

大
２
．
３
．
型

大
２
．
３
．
画

大
２
．
３
・
加

〃

明明
4５４５

３２

１４１７

〃

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

〃〃

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
外
二
件

委
員
会

決
算
委
員
会

う
、
も
の
ｃ
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
・
…
．
．
…
…
・
…
…
．
．
…
・
…
…
…
一
一
一
一
一
一
一

「
砂
概
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
答
…
…
：
…
…
…
…
：
：
…
一
一
一
一
七

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
、
修
正
動
議
の
提

出
、
採
決
、
可
決
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
一
一
一
一
一
三

「
明
治
四
十
三
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
」
等
の
群
査
。
政
府
の
説
明
、
質
疑

応
答
。
那
職
郵
便
局
の
設
計
が
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
会
計
検
査
院
の
指
摘

に
対
す
る
政
府
の
反
論
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
：
…
：
三
二
六

「
明
治
四
十
三
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
」
等
の
群
査
。
分
科
会
主
査
の
報
告
、

質
疑
応
答
、
採
決
、
主
査
報
告
の
と
お
り
不
当
と
決
定
。
前
記
那
覇
郵
便
局

の
設
計
問
題
の
主
査
報
告
に
対
す
る
政
府
の
補
足
説
明
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
三
二
七

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
誰
査
。
質
疑
応
答
。
な
お
本
法
案
は
、
従

来
沖
縄
県
に
は
所
得
税
法
を
施
行
し
な
い
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
の
を
削
り
、

沖
細
県
に
も
本
土
同
様
に
同
法
を
施
行
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
：
…
…
…
…
…
…
・
一
一
一
二
八

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
修
正
動
議
の
提
出
、
討
論
、
採
決
。

な
お
沖
縄
県
に
関
す
る
前
記
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
か
ら
大
正
七
年
ま

で
さ
ら
に
五
年
間
沖
細
県
に
は
所
得
税
法
を
施
行
し
な
い
と
い
う
動
議
が
提

出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た
。
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
三
一
一
九

「
戸
籍
法
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
沖
縄
県
選
出
議
員
麓
純
義

君
に
よ
る
同
法
に
基
づ
く
戸
籍
の
届
出
の
際
の
記
戦
琳
項
と
の
関
連
に
お
け

る
「
明
治
七
年
太
政
官
布
告
第
七
十
三
号
」
の
沖
縄
県
に
対
す
る
施
行
の
有

無
に
つ
い
て
の
質
疑
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
・
一
一
一
一
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
岸
本
変
昌
君
外
一
名
提
出
）
の

一
一
一



大
５
．
１
．
四

館
詑
回

第
諏
回

〃

案
委
員
会

大
４
．
６
．
７

大
４
．
５
．
”

一
一
一
一

審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
十
二
月
二

十
五
日
に
衆
議
院
が
解
散
に
な
っ
た
た
め
廃
案
に
な
っ
た
。
：
：
…
…
…
…
…
：
…
三
三
二

大
正
四
年
度
予
算
追
加
案
中
、
陸
軍
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
聯
査
。

質
疑
応
答
。
金
沢
種
次
郎
君
（
大
阪
府
選
出
）
の
沖
縄
県
に
お
け
る
徴
兵
の

実
情
に
対
す
る
質
疑
に
対
し
、
陸
軍
大
臣
岡
市
之
助
君
の
「
か
つ
て
は
徴
兵

忌
避
に
関
し
騒
動
も
あ
っ
た
が
現
在
は
内
地
と
変
わ
ら
な
い
」
旨
の
答
弁
あ

．
、
ソ
Ｏ
：
：
：
。
：
。
：
：
：
：
：
：
：
：
。
。
：
。
。
：
：
。
。
：
。
：
：
：
：
：
。
・
・
・
：
：
。
：
：
：
。
：
：
、
：
。
・
・
・
・
・
・
・
：
。
：
一
一
一
一
一
一
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
岸
本
変
昌
君
外
二
名
提
出
）
の

群
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
従
来
本
法

が
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
宮
古
郡
、
八
重
山
郡
に
も
本
法
を
施
行
し
、
ま

た
那
珊
区
を
独
立
選
挙
区
と
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
沖
細
県
の
議
員
定
数

を
二
名
か
ら
四
名
に
改
め
よ
う
と
い
う
も
の
。
本
法
案
は
、
本
会
議
で
も
可

決
さ
れ
た
が
、
会
期
最
終
日
に
可
決
さ
れ
た
た
め
貴
族
院
で
瀞
議
さ
れ
ず
廃

案
と
な
っ
た
。
．
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
一
一
一
三
四

「
衆
識
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、

質
疑
応
答
。
な
お
本
法
案
は
、
「
別
表
」
す
な
わ
ち
選
挙
区
及
び
定
数
を
改

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
趣
旨
は
、
現
行
法
制
定
以
後
、
新
た
に
市
と

な
っ
た
の
を
独
立
の
選
挙
区
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
沖
細

県
に
関
す
る
同
法
の
規
定
は
、
土
地
整
理
や
地
租
等
と
の
関
連
も
あ
っ
て
宮

古
郡
及
び
八
重
山
郡
に
は
同
法
は
施
行
さ
れ
ず
、
ま
た
那
覇
区
も
独
立
の
選

挙
区
と
は
な
っ
て
い
ず
、
前
記
二
郡
を
除
く
沖
縄
県
全
域
か
ら
議
員
一
一
名
を

選
出
す
る
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
本
法
案
に
は
全
く
触
れ

予
算
委
員
卵
四
分
科
会

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
外
二
件
委
員
会

衆
議
院
識
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
委
員
会



大
５
．
２
．
２

第
調
回

〃 〃 〃

農
業
倉
庫
業
法
案
委
員
会

大
６
．
６
．
釦

大
６
．
７
．
４

大
５
．
２
・
加

〃 〃

請
願
委
員
鋪
一
分
科
会

ら
れ
て
い
な
い
那
職
区
の
独
立
選
挙
区
に
つ
い
て
の
改
正
に
関
し
、
岸
本
孜

昌
君
等
が
質
疑
を
行
っ
た
。
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
一
一
一
三
五

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
小
泉
又
次
郎
君
外
十
五
名
提

出
）
外
同
題
名
二
件
の
瀞
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
修
正
案

の
提
出
、
討
論
、
採
決
、
修
正
案
の
と
お
り
可
決
。
修
正
案
中
、
那
覇
区
を

独
立
の
選
挙
区
と
す
る
修
正
条
項
あ
り
。
な
お
本
法
案
は
、
炎
族
院
に
お
い

て
審
議
未
了
と
な
っ
た
。
…
：
…
：
：
：
…
…
…
：
：
．
：
…
：
：
：
…
：
…
…
…
…
：
…
：
三
三
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
間
木
益
太
郎
君
外
一
名
提
出
）

外
同
題
名
一
件
の
審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
提
出
者
に
対

す
る
質
疑
と
の
関
連
に
お
い
て
、
岸
本
費
昌
君
が
現
行
の
衆
議
院
議
員
選
挙

法
施
行
当
時
か
ら
の
沖
縄
県
の
突
悩
に
つ
い
て
の
補
足
説
明
を
行
っ
た
。
…
…
…
三
四
○

沖
縄
県
首
里
区
護
得
久
朝
惟
外
八
十
一
名
提
出
「
沖
縄
県
一
一
所
得
税
法
実
施

延
期
ノ
諦
願
」
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。
紹
介
議
員
我
如
古
楽
一
郎
君
の

説
明
、
政
府
の
所
信
表
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
、
政
府
へ
参
考
送
付
と
決

定
。
な
お
本
請
願
の
趣
旨
は
、
大
正
二
年
の
所
得
税
法
の
改
正
の
際
、
沖
縄

県
に
つ
い
て
は
、
特
殊
な
事
情
が
あ
る
故
を
も
っ
て
同
法
の
施
行
が
五
年
間

延
期
さ
れ
、
大
正
七
年
に
は
そ
の
期
限
が
切
れ
る
の
で
、
さ
ら
に
再
延
長
を

し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
も
の
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
三
四
二

「
農
業
倉
庫
業
法
案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
な
お
同

法
案
に
お
け
る
挫
業
倉
庫
の
受
寄
物
は
、
「
殻
物
若
ク
ハ
繭
」
と
な
っ
て
い

て
砂
糖
は
入
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
質
疑
に
お
い
て
砂
糖
を

受
寄
物
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
た
だ
し
て
い
る
が
、
政
府
の
明
確
な

一
一
一
一
一



大
７
．
２
．
６

館
狐
回

節
４０

回

第
狸
回

〃〃 〃〃

沖
純
県
特
別
自
治
制
撤
廃
二
関
ス

ル
建
議
案
外
一
件
委
員
会

大
６
．
７
．
，

火
８
．
３
．
昭

大
７
．
３
．
幅

大
７
．
３
．
週

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
委
員
会

大
９
．
２
．
３

大
８
．
３
．
面

予
算
委
員
節
二
分
科
会

沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
「
マ
ラ
リ
ヤ
」

予
防
撲
滅
一
一
開
ス
ル
建
議
案
委
員

会

″ 〃

所
得
税
法
改
服
法
律
案
外
六
件
黍

二
四

答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
砂
糖
に
つ
い
て
は
、
後
年
県
選
出
議
員

に
よ
っ
て
再
三
受
寄
物
と
す
る
改
正
案
が
発
議
さ
れ
、
大
正
十
五
年
に
至
っ

て
政
府
に
よ
り
そ
の
改
正
案
が
提
出
さ
れ
実
現
し
た
。
…
：
．
…
・
…
：
：
：
：
…
：
…
・
三
四
六

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、

討
論
、
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
大
正
二
年
か
ら
五
年
間
本
県
へ
の

施
行
が
延
期
に
な
っ
て
い
る
同
法
を
さ
ら
に
五
年
間
延
期
し
よ
う
と
い
う
も

の
。
本
法
案
は
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
も
の
の
貴
族
院
で
廃
案
と
な
っ
た
。
…
…
一
一
一
四
八

大
正
七
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。
質

疑
応
答
。
同
分
科
会
主
査
恒
松
隆
慶
君
に
よ
る
沖
縄
県
営
軽
便
鉄
道
建
設
補

給
金
十
万
円
と
、
沖
縄
県
に
施
行
が
延
期
さ
れ
て
い
た
所
得
税
法
の
延
期
打

ち
切
り
に
伴
う
同
税
の
徴
収
予
定
額
十
万
円
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
質
疑
…
…
…
三
五
九

「
沖
縄
県
特
別
自
治
制
撤
廃
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
奥
田
栄
之
進
君
外
二
名

提
出
）
の
審
査
。
提
出
者
の
一
人
で
あ
る
児
玉
好
熊
君
の
趣
旨
説
明
、
政
府

の
意
見
表
明
、
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
…
…
：
…
三
六
○

「
沖
縄
県
特
別
自
治
制
撤
廃
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
審
査
。
討
論
、
採
決
、

可
決
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
三
七
四

我
如
古
楽
一
郎
君
外
四
希
提
出
「
沖
細
媒
一
一
於
ケ
ル
「
マ
ラ
リ
ヤ
」
予
防
撲

滅
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
な
お

政
府
の
補
助
答
弁
あ
り
。
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
・
…
：
一
一
一
七
七

前
記
「
沖
細
県
一
一
於
ケ
ル
「
マ
ラ
リ
ヤ
」
予
防
撲
滅
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の

審
査
。
本
建
議
案
に
対
す
る
政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、
可
決
：
：
：
…
…
…
：
．
…
三
九
○

「
明
治
四
十
一
年
法
律
館
一
一
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
質
疑
応



火
９
．
２
．
４

大
９
．
２
．
９

釧
妬
回

節
“
回

〃 〃〃

府
県
制
中
改
進
法
律
案
外
八
件
委

員
会

大
皿
・
３
．
昭

大
皿
・
３
．
９

大
皿
・
２
．
１

貝
会

予
算
委
員
会 Z'〃

函
館
控
訴
院
ノ
移
転
二
脚
ス
ル
法

律
案
外
一
件
委
員
会

答
。
な
お
木
法
案
は
、
従
来
沖
細
貼
の
酒
造
税
率
が
本
土
の
三
分
の
一
で
あ

っ
た
も
の
を
本
土
並
み
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
本
法
案
は
、
衆
議
院
で
可

決
さ
れ
た
後
、
炎
族
院
で
も
群
縦
さ
れ
た
が
会
期
と
の
関
係
で
成
立
し
な
か

っ
た
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
・
一
一
一
九
一

「
明
治
四
十
一
年
法
律
鋪
二
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
韓
…
。
：
三
九
一
一
一

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
討
論
、
採

決
、
可
決
：
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
：
：
：
…
…
…
・
…
…
：
…
：
：
一
一
一
九
五

「
函
館
控
訴
院
ノ
移
転
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
外
一
件
の
群
査
。
質
疑
応
答
。

大
正
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
宮
古
区
裁
判
所
及
び
八
重
山
区
裁
判
所
の
う
ち
、

大
正
六
年
に
欝
古
区
裁
判
所
の
承
が
復
活
さ
れ
、
八
重
山
も
そ
の
管
職
下
に

入
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
八
重
山
住
民
は
船
便
や
弁
護
士
依
頼
等
の
関
係
か

ら
従
来
の
那
脳
地
方
裁
判
所
管
轄
Ｆ
よ
り
か
え
っ
て
不
便
に
な
っ
た
と
の
観

点
に
立
ち
、
そ
の
対
応
を
た
だ
し
た
質
疑
…
…
…
…
：
：
…
…
：
…
．
．
…
…
…
：
：
…
一
一
一
九
六

「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
、
「
町
村
制
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
政
府
の

趣
旨
説
明
。
な
お
「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
に
は
、
沖
細
喋
の
区
（
那
珊
区
、

首
里
区
）
を
廃
し
て
市
に
す
る
場
合
の
経
過
規
定
、
「
町
村
制
中
改
正
法
律

案
」
に
は
、
従
来
沖
細
雌
に
は
同
法
を
施
行
せ
ず
と
規
定
し
て
い
た
特
例
規

定
を
削
り
、
沖
縄
県
に
も
本
土
同
様
な
町
村
制
を
施
行
す
る
旨
の
規
定
が
含

ま
れ
て
い
る
。
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
一
一
一
九
八

「
大
正
十
一
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
追
加
案
」
等
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
ワ

シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
け
る
海
軍
協
定
の
防
備
の
現
状
維
持
条
項
中
、
ハ
ワ
イ

を
防
備
制
限
の
区
域
外
と
し
な
が
ら
奄
美
、
琉
球
等
を
制
限
区
域
内
と
し
た

二
五



大
皿
・
２
．
伽

第
妬
回

〃〃 〃〃〃〃

農
業
組
合
法
案
外
一
件
委
員
会

大
ｕ
・
３
．
２

大
１１
●

３
●

l(】

大
ｎ
．
３
．
４

火
皿
・
３
．
型

〃

大
胆
・
２
．
”

大
皿
・
２
．
浬

〃〃

裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案

外
一
件
委
員
会

所
得
税
法
巾
改
正
法
律
案
外
四
件

委
員
会

〃

一
一
一
ハ

理
由
等
に
つ
い
て
の
質
疑
：
…
…
…
・
…
…
．
．
…
：
…
：
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
三
九
九

「
裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
群
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑

応
答
。
な
お
本
法
案
は
、
福
岡
県
内
に
二
箇
所
の
区
裁
判
所
を
設
立
す
る
の

を
内
溶
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
け
る
花
城
永
渡
君
の

大
正
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
八
砿
山
区
裁
判
所
の
復
活
に
つ
い
て
の
質
疑
…
…
…
…
四
○
三

「
裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
外
一
件
の
零
査
。
質
疑
応
答
、
討

論
、
採
決
、
可
決
。
な
お
前
回
に
続
き
花
城
永
渡
君
の
質
疑
、
意
見
の
開
陳

あ
り
。
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
隅
（
Ｑ
五

花
城
永
渡
君
外
沖
縄
県
選
出
全
議
員
提
出
の
「
農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律

案
」
の
緋
在
。
提
出
者
の
趣
旨
説
肌
、
質
疑
応
答
。
な
お
本
法
案
の
趣
旨
は
、

従
来
農
業
倉
庫
の
受
寄
物
が
殻
物
及
び
繭
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
を
砂
糖
に

つ
い
て
も
受
寄
物
と
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
．
…
…
…
：
：
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
四
○
八

「
挫
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、

可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
衆
議
院
本
会
議
で
は
可
決
さ
れ
た
も
の
の
、
会
期

と
の
関
係
で
貴
族
院
で
群
議
さ
れ
ず
成
立
し
な
か
っ
た
。
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
四
一
二

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
中
改
正
法
律
案
」
、
「
都
市
計
画
法
中

改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
な
お
両
法
案
は
、

従
来
沖
細
雌
に
お
い
て
は
地
租
附
加
税
に
関
し
特
別
の
税
率
を
定
め
て
い
た

も
の
を
他
府
県
並
承
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
…
：
…
…
…
…
．
：
…
：
…
…
：
四
一
四

「
明
治
脚
十
一
年
法
律
館
三
十
七
号
中
改
正
法
律
案
」
、
「
都
市
計
画
法
中

改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
答
：
…
：
…
：
：
…
：
…
．
：
…
…
…
…
・
…
…
：
：
…
四
一
七

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
中
改
正
法
律
案
」
、
「
都
市
計
画
法
中



大
皿
・
３
．
応

鋪
訓
回

〃 〃 〃 〃

大
正
十
二
年
度
第
一
予
備
金
支
出

ノ
件
外
七
件
委
員
会

大
皿
・
３
．
ｍ

大
皿
・
３
．
Ⅷ

大
皿
・
２
．
詔

〃

大
胆
・
３
．
３

〃

煙
草
専
売
法
巾
改
正
法
律
案
委
員

会予
算
委
員
会

改
正
法
律
案
」
の
癖
査
。
質
疑
応
縛
…
：
…
：
…
…
：
：
…
：
：
…
…
：
…
：
…
…
…
：
四
二
○

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
な
お
議
題
と
な
っ
た
の
は
所
得
税

法
中
改
正
法
律
案
で
あ
る
が
、
「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
中
改
正

法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
を
保
留
し
て
い
た
島
田
俊
雄
君
に
つ
き
委
員
長
が

改
め
て
同
君
の
質
疑
を
許
可
し
た
。
…
・
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
．
：
…
：
…
…
…
…
四
一
一
一

『
明
治
剛
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
中
改
正
法
律
案
」
、
「
都
市
計
画
法
中

改
正
法
律
案
」
の
幕
査
。
討
論
、
採
決
、
可
決
：
：
…
…
…
：
…
…
：
：
…
：
…
：
…
四
二
四

「
煙
草
専
売
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
答
。
な
お
花
城
永
渡
君

の
沖
総
県
の
葉
煙
草
生
産
等
に
つ
い
て
の
質
疑
あ
り
。
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
四
二
五

「
大
正
十
四
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
追
加
案
」
等
の
聯
査
。
政
府
の
趣
旨
説

肌
、
質
疑
応
答
。
質
疑
応
答
中
、
大
正
十
四
年
一
月
十
六
日
執
行
の
衆
議
院

議
員
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、
沖
縄
県
第
二
区
か
ら
立
候
補
し
た
山
本
実
彦
君

に
つ
き
、
悲
政
会
は
同
君
を
同
党
の
公
認
候
補
者
と
し
た
が
、
同
君
は
雑
誌

「
改
造
」
の
社
長
で
あ
り
、
大
逆
事
件
の
灘
波
大
助
は
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た

肥
那
を
挑
ん
で
犯
行
に
及
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
叛
逆
と
密
接
な
因
果
関
係

の
あ
る
「
改
造
」
社
長
を
公
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
府
自
ら
国
体
の
基

礎
に
変
革
を
来
す
こ
と
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
は
そ
の
政
治
上
、

道
義
上
の
炎
任
を
ど
の
よ
う
に
自
覚
し
て
い
る
か
と
の
質
疑
あ
り
。
：
：
：
…
…
…
四
二
七

「
大
正
十
三
年
度
第
二
予
備
金
支
出
ノ
件
（
承
諾
ヲ
求
ム
ル
件
）
」
の
審
査
。

質
疑
応
縛
。
質
疑
応
答
中
、
不
況
に
よ
る
沖
細
県
下
金
融
界
の
梗
鎚
と
の
関

係
に
お
け
る
県
金
庫
取
扱
銀
行
た
る
沖
縄
産
業
銀
行
の
破
綻
に
基
づ
く
政
府

出
演
金
「
沖
細
県
財
政
救
済
貸
付
金
」
に
つ
い
て
の
質
疑
あ
り
。
．
．
…
・
…
：
．
．
：
…
四
一
一
一
一

二
七



大
逓
・
２
．
咽

鮪
５１

回

〃〃〃〃〃

諭
願
委
員
会

大
皿
・
３
．
ｍ

火大
1４１４

３３

２４２３

大
胆
・
２
．
四

予
算
委
貝
第
二
分
科
会

大
胆
・
２
．
Ｍ

予
算
委
員
鋪
三
分
科
会

″

沖
細
雌
財
政
経
済
ノ
救
済
助
炎
二

脚
ス
ル
建
談
案
外
一
件
委
員
会

予
算
委
員
鮒
六
分
科
会

二
八

提
出
者
不
助
「
沖
縄
県
補
給
金
増
額
一
一
関
ス
ル
請
願
」
、
沖
縄
県
首
里
市
金

城
町
士
族
官
吏
北
村
亜
敬
外
十
一
箱
提
出
「
沖
細
雌
一
一
国
立
水
産
学
校
設
慨

ノ
請
願
」
の
審
査
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
。
な
お
前
者
の

請
願
は
、
当
初
議
題
と
な
っ
た
と
き
は
紹
介
議
員
が
不
在
の
た
め
紹
介
議
員

の
説
明
が
な
さ
れ
ず
、
採
決
結
果
も
政
府
参
考
送
付
と
さ
れ
た
が
、
後
者
の

請
願
の
採
決
の
後
、
再
審
査
の
動
議
が
決
さ
れ
、
紹
介
議
員
の
説
明
、
質
疑

応
答
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
採
決
に
つ
い
て
も
大
蔵
省
の
意
見
を
聞
く
必
要
が

あ
る
と
し
て
延
期
に
な
っ
た
。
後
者
の
諦
願
は
採
択
と
決
さ
れ
た
。
：
…
：
…
…
：
四
一
一
一
三

前
記
「
沖
縄
県
補
給
金
増
額
二
関
ス
ル
請
願
」
の
審
査
。
採
決
、
採
択
：
：
…
：
…
四
三
六

岸
本
批
昌
君
外
三
名
提
出
「
沖
縄
県
財
政
経
済
ノ
救
済
助
長
一
一
関
ス
ル
建
議

案
」
及
び
安
達
謙
蔵
君
（
熊
本
県
選
出
）
外
四
名
提
出
「
沖
細
貼
救
済
一
一
関

ス
ル
建
議
案
」
の
審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
採
決
、
い
ず
れ
も
可
決
…
…
…
四
三
八

大
正
十
五
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
垢
け
る
審
査
。

質
疑
応
縛
。
前
田
房
之
助
君
（
兵
服
県
選
出
）
に
よ
る
「
沖
縄
雌
財
政
救
済

一
一
関
ス
ル
件
」
に
関
し
沖
縄
県
の
根
本
的
救
済
に
つ
い
て
政
府
の
施
策
を
た

だ
す
質
疑
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
：
…
…
…
。
：
…
：
…
・
…
…
四
四
六

大
正
十
五
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
猫
所
智
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

質
疑
応
答
。
南
洋
庁
関
係
予
算
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
人
の
南
洋

へ
の
移
住
促
進
に
つ
い
て
の
質
疑
：
：
…
…
…
：
…
：
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
四
四
八

大
正
十
五
年
度
予
算
案
中
、
農
林
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。

政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
農
林
省
予
算
に
は
「
沖
縄
県
産
業
助
成
金

五
十
二
万
九
千
三
百
三
円
」
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
同
助
成
金
に
か
か
る
政



大
略
・
３
．
ｍ

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
委
員

大
妬
・
２
．
超

大
晦
・
２
．
四

大
班
・
３
．
４

大
略
・
２
．
岨

諦
願
委
貝
第
一
分
科
会

大
晦
・
３
．
⑫

大
鴫
・
２
．
ｍ

諦
願
委
員
会〃

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
外
二
十

七
件
小
委
員
会

所
得
税
法
中
改
正
法
他
業
外
二
十

七
件
委
員
会 〃

府
の
説
明
及
び
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
。
：
：
…
…
四
五
○

大
正
十
五
年
度
予
算
案
中
、
幾
林
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

前
記
産
業
助
成
金
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
：
：
：
：
：
…
：
…
：
：
…
：
：
：
．
…
…
：
四
五
二

沖
縄
県
挫
会
長
旭
井
光
政
提
出
及
び
沖
縄
県
砂
糖
同
業
組
合
長
羽
田
格
三
郎

外
一
名
提
出
「
黒
糖
及
白
下
糖
消
費
税
免
除
ノ
請
願
」
並
び
に
「
沖
縄
県
一
一

於
ケ
ル
分
蜜
糖
業
保
謹
一
一
脚
ス
ル
諦
願
」
の
緋
森
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
採

決
、
い
ず
れ
も
採
択
。
な
お
〔
参
照
〕
と
し
て
「
沖
縄
県
分
蜜
糖
生
産
者
保

護
請
願
」
の
趣
旨
が
掲
戦
さ
れ
て
い
る
。
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
四
五
五

前
記
「
黒
糖
及
白
下
糖
消
我
税
免
除
ノ
請
願
」
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

紹
介
議
員
の
説
明
、
政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、
採
択
…
：
…
…
：
．
…
…
：
…
：
…
四
五
九

「
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
等
の
群
査
。
質
疑
応
答
。
沖
細
県
の
窮
状
か

ら
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
の
徴
収
に
当
た
っ
て
特
別
の
配
慮
は
で
き
な
い

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
質
疑
…
：
：
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
…
：
：
…
…
：
…
・
…
：
：
四
六
三

「
砂
糖
消
致
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
。
本
法

案
は
議
員
立
法
で
、
樽
入
黒
糖
、
白
下
糖
の
消
饗
税
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う

、
も
の
。
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六
四

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
外
二
十
七
件
の
審
査
。
本
小
委
員
会
及
び
懇

談
会
の
経
過
及
び
結
果
報
告
中
、
沖
縄
県
の
現
状
に
鑑
承
酒
類
出
港
税
の
徴

収
期
を
猶
予
し
沖
縄
県
救
済
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
方
の
意

向
で
あ
っ
た
と
の
報
告
が
な
さ
れ
、
本
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
の
意
向
を
聞

き
た
い
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
大
蔵
大
臣
が
政
府
の
考
え
を
述
べ
た
。
…
…
・
…
…
：
四
六
七

「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
の
幕
査
。
質
疑
応
答
。
沖
識
糖
業
の
保
護

二
九



膿
２
．
３
．
５

鰯
５２〃

回

第
卵
回

〃〃〃 〃〃 〃〃

会農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
委

員
会

大
晦
・
３
．
ｍ

昭大
２１５
●●

:１３
●●

2９１２

昭
２
．
２
．
蝿

昭
２
．
１
・
訓

昭
２
．
３
．
妬

競
馬
法
中
改
正
法
維
案
委
員
会

旧
２
．
２
．
弱

Ｉ鵬
４
．
２
．
四

昭
４
．
２
．
鯛

〃〃

南
隅
鉄
道
速
成
一
一
関
ス
ル
建
識
案

外
三
十
六
件
委
員
会

″

遼
録
税
法
中
改
正
法
律
案
外
一
二
件

委
員
会

″

二
○

助
長
に
つ
い
て
の
質
疑
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
：
．
…
…
・
…
…
…
：
四
六
八

「
農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
零
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
。
な
お
木

法
案
は
、
挫
業
倉
庫
の
受
寄
物
に
砂
糖
を
加
え
、
沖
縄
県
の
挫
家
に
も
他
県

の
米
、
繭
同
様
同
法
の
恩
恵
を
与
え
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六
九

「
農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
：
：
…
：
四
七
○

「
砂
糖
消
班
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
の

霧
査
。
質
疑
応
答
：
…
…
…
：
…
…
…
。
：
…
．
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
…
：
…
四
七
一
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
の

群
査
。
質
疑
応
答
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
：
：
…
：
：
四
七
五

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
の

審
査
。
質
疑
応
答
…
：
：
：
…
・
…
：
…
：
…
・
…
：
：
…
：
：
。
：
：
：
…
：
…
：
：
…
．
：
…
…
四
七
七

「
砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
祁
案
」
、
「
関
税
定
率
法
中
改
碓
法
律
案
」
の

群
査
。
質
疑
応
答
：
：
：
。
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
：
…
…
…
：
…
四
九
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
の

霧
査
。
質
疑
応
答
、
討
論
、
採
決
、
可
決
：
…
…
：
…
：
：
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
四
九
四

沖
細
県
選
出
議
員
大
城
幸
之
一
君
外
八
名
提
出
「
沖
細
県
営
鉄
道
買
収
並
嘉

手
納
、
名
護
間
鉄
道
敷
設
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説

明
、
政
府
の
所
信
表
明
、
採
決
、
可
決
・
…
…
…
…
：
…
：
…
：
…
…
・
…
…
．
．
…
…
：
四
九
六

「
開
墾
助
成
法
中
改
正
法
律
案
」
の
幕
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
縛
。

本
法
案
と
の
関
連
で
沖
縄
県
選
出
議
員
漢
那
憲
和
君
が
八
重
山
山
林
開
発
に

つ
い
て
質
疑
を
行
っ
た
。
…
：
…
：
：
：
…
…
…
・
…
：
…
：
…
…
：
…
…
…
：
：
：
…
…
四
九
七

『
開
墾
助
成
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
採
決
、
可
決
。
採
決
後
、
洩
那

〃〃



膿
５
．
５
．
１

第
“
回

館
卵
回

第
詔
回

〃 〃 〃

符
生
虫
病
予
防
法
案
外
一
件
委
貝

会予
算
委
員
会

隅
７
．
６
．
７

昭
６
．
２
．
詔

胴
５
．
５
．
８

決
算
委
員
会

昭
５
●

４１

３０

昭
５
．
４
．
認

〃

決
算
委
員
館
一
分
科
会

〃

惣
和
君
の
委
員
長
に
対
す
る
要
望
発
言
あ
り
。
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
五
○
一

「
昭
和
三
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
、
昭
和
三
年
度
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
」
等
の
審
査
。
挙
県
一
致
反
対
を
し
た
郡
実
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
八
飛

山
西
表
の
国
有
林
の
貸
付
け
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
資
料
提
出
の
要
求
：
．
…
五
○
一

「
昭
和
三
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
、
昭
和
三
年
度
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
」
等
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
前
記
西
表
の
国
有
林
貸
付
問
題
に
つ
い
て
の

質
疑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
：
．
…
：
…
：
…
：
…
…
：
…
通
○
一
一

「
昭
和
三
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
、
昭
和
三
年
度
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
」
等
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
会
計
検
査
院
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
昭
和
三

年
度
に
大
蔵
省
預
金
部
資
金
運
用
か
ら
沖
縄
県
の
県
債
引
受
け
の
形
で
沖
細

興
業
銀
行
に
融
通
さ
れ
た
百
万
円
及
び
沖
縄
県
産
業
資
金
と
し
て
貸
し
出
さ

れ
た
百
五
十
万
円
の
う
ち
同
銀
行
に
俊
貸
さ
れ
た
八
十
万
円
に
つ
い
て
の
質

疑
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
五
一
四

昭
和
三
年
度
決
算
中
、
大
蔵
満
所
管
決
算
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。
質
疑

応
答
。
前
記
沖
縄
興
業
銀
行
へ
の
融
通
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
…
・
…
…
…
…
：
…
五
一
七

「
明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改
疋
法
律
案
（
棚
予
防
一
一
関
ス
ル
件
）
」

の
審
査
。
質
疑
応
答
。
沖
縄
県
へ
の
瀬
療
養
所
設
置
に
つ
い
て
の
質
疑
…
：
：
：
…
菰
一
二

「
昭
和
七
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
追
加
案
」
等
の
群
査
。
賀
疑
応
答
。
中
村

嘉
寿
君
（
鹿
児
島
県
選
出
）
が
蘇
鉄
地
獄
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
疲
弊
し
た
沖
縄

の
尖
怖
と
五
百
万
円
に
も
上
る
国
税
の
負
担
状
況
を
紹
介
し
、
予
算
案
に
計

上
さ
れ
て
い
る
「
沖
縄
県
振
興
調
査
費
」
と
の
関
係
に
お
け
る
沖
縄
県
振
興

に
つ
い
て
の
質
疑
を
行
っ
た
。
．
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
・
…
…
・
…
…
…
五
二
一
一
一

一
一
一
一



昭
７
．
８
．
詔

第
囲
回

第
“
回

〃〃〃〃〃〃

決
算
小
委
員
会

昭
７
．
６
．
ｍ

隅
７
．
６
．
７

昭
７

８

３０

昭
７
．
８
・
加

昭
８
．
３
．
９

講
願
委
員
会

偶
８
．
３
．
４

昭
８
．
３
．
通

小
切
手
法
案
委
員
会

決
算
委
員
会〃

予
算
委
員
会

建
議
委
員
会

「
昭
和
三
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
」
等
の
幕
査
。
討
論
、
採
決
。
昭
和
三
年

度
決
算
中
に
「
八
並
山
郡
ノ
…
…
国
有
林
ノ
貸
付
共
ノ
宜
シ
キ
ヲ
得
ス
不
当

ナ
リ
ト
ス
」
と
指
摘
さ
れ
た
事
項
に
つ
き
委
員
会
も
「
不
当
ナ
ル
モ
ノ
」
と

決
定
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
・
・
…
：
…
…
：
．
五
一
一
五

「
昭
和
三
年
度
国
有
財
産
増
減
総
計
算
書
」
の
小
委
員
会
に
お
け
る
群
査
。

政
府
の
説
明
、
質
疑
応
答
。
会
計
検
査
院
か
ら
指
摘
さ
れ
た
前
記
八
重
山
郡

竹
侮
村
在
の
圃
有
林
千
九
百
六
十
七
町
歩
の
八
飯
山
興
業
合
淡
会
社
に
対
す

る
随
意
契
約
に
よ
る
貸
渡
し
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
の
説
明
及
び
質
疑
応
韓
…
…
五
二
六

「
昭
和
七
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
追
加
案
」
等
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
岡
木

一
巳
君
（
栃
木
県
選
出
）
が
沖
縄
県
知
事
井
野
次
郎
の
長
期
に
わ
た
る
東
京

滞
在
問
題
、
沖
縄
県
の
振
興
開
発
問
題
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
っ
た
。
…
．
：
…
…
五
二
九

「
黒
糖
消
独
税
改
正
一
一
関
ス
ル
請
願
」
（
提
出
者
不
明
、
な
お
紹
介
議
員
の

説
明
か
ら
奄
美
大
島
在
住
の
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
）
の

審
査
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
か
か
る
審
査
は

沖
縄
県
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
採
録
し
た
。
：
…
…
：
．
…
…
…
…
…
・
五
三
一
一

那
覇
市
天
妃
町
新
聞
記
者
仲
吉
良
光
外
百
七
十
六
名
提
出
「
沖
細
県
振
興
計

画
案
促
進
ノ
請
願
」
の
審
査
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
採
決
、
採
択
：
：
…
…
：
…
…
五
三
四

花
城
永
渡
君
提
出
「
沖
細
航
路
改
善
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
緋
査
。
提
出
渚

の
趣
旨
説
明
、
政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、
可
決
…
．
：
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
．
：
五
一
一
一
五

花
城
永
渡
君
提
出
「
那
職
市
一
一
滴
等
水
産
専
門
学
校
設
侭
一
一
脚
ス
ル
建
議
案
」

の
審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、
可
決
．
．
…
…
…
・
…
五
三
九

「
大
正
一
一
年
法
律
第
九
号
中
改
正
法
律
案
（
裁
判
所
管
轄
区
域
一
一
関
ス
ル

〃



昭
８
．
２
．
”

第
髄
回

〃 〃 〃

建
議
委
員
会
習

鵬
９
．
３
．
鵡

昭
９
．
２
．
７

昭
８
．
２
．
別

地
租
法
中
改
正
法
律
案
外
四
件
委

員
会

〃

予
算
委
員
第
一
分
科
会

件
）
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
沖
純
県
選
出
議
員
花
城
永
渡
君
が
大
正
二
年

に
廃
止
に
な
っ
た
八
重
山
区
裁
判
所
の
復
活
に
つ
い
て
質
疑
を
行
っ
た
。
：
：
…
：
五
四
一

「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
（
金
城
紀
光
君
外
五
名
提
出
）
、
「
地
租
法
中

改
正
法
律
案
」
（
伊
礼
肇
君
提
出
）
の
群
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
。
な
お

両
法
案
は
、
疲
弊
し
た
沖
縄
県
及
び
奄
美
大
島
の
地
租
を
軽
減
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
、
提
出
者
で
あ
る
金
城
君
、
伊
礼
君
及
び
奄
美
大
島
選
出
金
井
正

夫
君
が
そ
れ
ぞ
れ
趣
旨
説
明
を
行
い
、
ま
た
花
城
永
渡
君
が
補
足
説
明
を
行

っ
た
。
…
…
・
…
・
…
・
…
…
・
…
・
・
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
菰
四
五

前
把
「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
両
案
の
群
迩
。
政
府
の
所
信
表
明
、
討
論
、

採
決
、
沖
縄
県
及
び
奄
美
大
島
に
関
す
る
両
案
を
一
案
に
ま
と
め
て
修
正
議

決
。
な
お
政
府
の
所
信
表
明
に
対
し
伊
礼
雄
君
が
沖
縄
振
興
開
発
計
画
に
対

す
る
予
算
措
撒
の
質
疑
及
び
而
案
に
対
す
る
焚
成
討
論
を
行
っ
た
。
…
…
：
：
…
：
五
五
五

昭
和
九
年
度
予
算
案
中
、
拓
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。
質

疑
応
答
。
南
洋
庁
関
係
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
出
身
者
漁
民
に
対
す
る
南
洋

庁
に
よ
る
圧
迫
問
題
、
南
洋
庁
に
よ
る
南
洋
典
発
会
社
に
対
す
る
厚
遇
施
策

並
び
に
そ
れ
に
反
し
て
の
南
洋
移
民
に
対
す
る
冷
遇
施
策
問
題
、
南
洋
典
発

会
社
に
よ
る
移
民
小
作
者
に
対
す
る
小
作
地
岱
付
け
を
め
ぐ
る
不
当
な
所
為

問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
…
：
：
：
…
：
…
…
…
：
…
：
五
五
七

高
田
転
平
君
（
栃
木
県
選
出
）
外
二
名
提
出
「
沖
縄
県
官
吏
ノ
待
遇
改
善
一
一

関
ス
ル
建
識
案
」
の
群
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
政
府
の
意
見
開
陳
、
採

決
、
可
決
。
な
お
本
建
議
案
の
趣
旨
は
、
気
候
や
交
通
の
便
が
悪
い
沖
縄
で

勤
務
す
る
官
吏
の
待
遇
を
朝
鮮
や
台
湾
と
同
程
度
に
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ

一
一
一
一
一
一



昭
９
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第
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地
租
法
中
改
正
法
律
案
外
三
件
委

員
会

昭
９
．
３
．
”

昭
９
．
２
．
蛎

昭
1０

３
●

1f１

昭
1０

３

２０

〃

昭
９
．
２
．
鯛

〃

請
願
委
員
会

予
算
委
員
会 〃

三
四

る
と
す
る
も
の
。
…
…
…
…
：
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
五
六
三

花
城
永
渡
君
提
出
「
シ
ャ
ム
扇
産
砕
白
米
輸
入
許
可
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の

審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
…
…
・
…
：
…
：
：
：
…
…
五
六
五

「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
（
金
井
正
夫
君
（
鹿
児
島
県
選
出
）
外
四
名
提

出
）
の
群
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
な
お
本
法
案
は
、
疲
弊

し
て
い
る
沖
縄
県
及
び
鹿
児
島
県
大
島
郡
の
地
租
を
低
減
し
よ
う
と
い
う
も

の
。
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
．
．
…
…
…
・
…
…
…
・
…
五
六
七

前
紀
「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
の
聯
査
。
政
府
の
所
信
表
明
、
提
出
者
の

補
足
説
明
…
・
…
…
・
…
…
…
：
：
…
…
…
：
：
…
：
…
：
．
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
五
七
一

同
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
四
件
の
審
査
。
採
決
。

前
記
金
井
正
夫
君
外
四
名
提
出
の
も
の
を
含
む
同
題
名
の
四
法
案
を
一
個
の

法
案
に
ま
と
め
て
修
正
議
決
…
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
：
…
：
：
…
：
五
七
二

「
昭
和
十
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
追
加
案
」
等
の
霧
査
。
質
疑
応
答
。
中
村

粥
寿
君
（
鹿
児
島
県
選
出
）
が
沖
縄
県
と
本
土
間
の
船
運
鍾
の
改
善
及
び
国

に
よ
る
沖
縄
県
へ
の
鉄
道
の
敷
設
問
題
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
、
ま
た
砂
門

重
政
君
（
愛
媛
県
選
出
）
が
船
運
賃
問
題
に
つ
い
て
関
連
質
疑
を
行
っ
た
。
…
…
五
七
一
一
一

い
ず
れ
も
提
出
者
不
明
の
「
砂
糖
関
税
並
同
附
加
税
撤
廃
ノ
請
願
」
、
「
砂

雛
関
税
並
附
加
税
撤
廃
反
対
ノ
諦
願
」
及
び
「
迦
羅
砕
米
輸
入
解
禁
反
対
ノ

請
願
」
の
審
査
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
政
府
の
意
見
表
明
。
砂
糖
関
税
関
係

の
請
願
は
、
内
容
が
相
反
し
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
沖
縄
県
選
出
議
員

花
城
永
渡
君
、
伊
礼
雛
君
及
び
奄
美
大
鳥
選
出
金
井
正
夫
君
が
説
肌
を
行
い
、

そ
の
採
択
を
訴
え
た
。
し
か
し
両
請
願
が
正
反
対
の
内
容
で
あ
り
、
か
つ
重



昭
叩
・
３
．
”

塊
的
回

〃 〃

建
議
委
員
第
一
分
科
会

昭
皿
・
５
．
⑫

昭
皿
・
３
．
５

王Ｅ

〃

予
猟
委
員
会

要
な
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
審
議
が
延
期
さ
れ
た
。
ま
た
退
羅
米
関
係

の
請
願
は
、
遜
羅
米
が
輸
入
さ
れ
る
と
国
内
の
で
ん
粉
業
者
が
大
き
な
影
響

を
受
け
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
伊
礼
薙
君
が
沖
縄
県
の
泡

盛
産
業
は
数
百
年
来
逼
羅
米
を
原
料
と
し
て
お
り
最
近
こ
れ
が
輸
入
制
限
の

た
め
困
っ
て
い
る
と
し
て
反
対
し
た
た
め
、
本
諦
願
も
群
縦
が
延
期
さ
れ

た
。
…
・
…
…
…
・
…
．
．
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
．
．
…
…
…
…
・
…
・
…
五
七
椎

前
記
「
砂
糖
関
税
並
同
附
加
税
撤
廃
ノ
請
願
」
、
「
砂
糖
関
税
並
附
加
税
撤

廃
反
対
ノ
請
願
」
及
び
「
迦
羅
砕
米
輸
入
解
禁
反
対
ノ
請
願
」
の
審
査
。
群

議
延
期
と
な
っ
た
こ
れ
ら
請
願
は
、
砂
糖
関
税
関
係
が
さ
ら
に
審
議
延
期
と

な
り
、
ま
た
迦
羅
米
関
係
は
沖
縄
県
選
出
議
員
の
反
対
表
明
に
も
か
か
わ
ら

ず
採
択
と
な
っ
た
。

宵
古
郡
平
良
町
字
西
里
膿
島
明
長
外
六
名
提
出
「
沖
細
航
路
国
営
一
一
脚
ス

ル
請
願
」
の
群
査
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、
採
択
…
…
五
八
六

花
城
永
渡
君
外
三
名
提
出
「
沖
縄
航
路
改
善
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
及
び
伊
礼

雛
君
提
出
「
沖
細
航
路
改
善
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。

提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
採
決
、
両
案
を
一
案
に
併
合
し
て
修
正
議
決
…
…
：
…
：
：
五
九
一
一

「
昭
和
十
一
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
追
加
案
」
等
の
瀞
査
。
質
疑
応
答
。
沖

縄
県
選
出
議
員
漢
那
憲
和
君
が
、
沖
縄
県
振
興
計
画
に
基
づ
く
政
府
の
支
出

金
が
予
定
の
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
増
額

及
び
昭
和
三
年
に
沖
縄
県
が
国
庫
か
ら
借
り
た
沖
縄
県
産
業
振
興
資
金
一
一
百

五
十
万
円
の
利
子
を
沖
縄
県
が
払
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
国
に
よ
る
そ
の
利
子

補
給
に
つ
い
て
質
疑
を
行
っ
た
。
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
五
九
六
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昭
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●
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■

1４

昭
１１
ゆ

５
●

1(１

昭
ｎ
．
５
．
”

昭
1１

５
●

1９

酒
造
組
合
法
中
改
正
法
律
案
委
員

今
云

昭
胆
・
３
．
３

予
算
委
員
第
五
分
科
会

建
議
委
員
会

建
議
委
員
第
一
分
科
会

〃

一
一
一
一
ハ

昭
和
十
一
年
度
追
加
予
算
案
中
、
外
務
省
、
司
法
省
、
拓
務
省
所
管
予
算
の

分
科
会
に
お
け
る
群
査
。
質
疑
応
答
○
漢
那
悲
和
君
に
よ
る
外
同
に
お
け
為

日
本
人
排
斥
問
題
、
沖
縄
県
人
の
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
移
民
の
際
に
お
け
る
政
府

に
よ
る
差
別
取
扱
い
問
題
、
二
世
の
教
育
問
題
、
ダ
マ
ハ
オ
の
土
地
問
題
、
海

外
興
業
株
式
会
社
扱
い
に
よ
る
海
外
移
民
に
対
す
る
政
府
の
優
遇
措
侭
と
同

社
扱
い
の
少
な
い
沖
縄
か
ら
の
海
外
移
民
に
対
す
る
差
別
問
題
等
の
質
疑
：
：
：
…
五
九
九

昭
和
十
一
年
度
追
加
予
算
案
中
、
外
務
省
、
司
法
治
、
拓
務
精
所
管
予
算
の

分
科
会
に
お
け
る
審
査
。
前
記
五
月
十
四
日
に
漢
那
憲
和
君
が
質
疑
し
た

「
沖
縄
県
人
の
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
移
民
の
際
に
お
け
為
政
府
に
よ
る
差
別
取
扱

い
問
題
」
に
対
す
る
政
府
答
弁
の
訂
正
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
六
一
四

漢
那
憲
和
君
外
四
名
提
出
「
潅
水
港
及
石
垣
港
修
築
促
進
一
一
関
ス
ル
建
議

案
」
の
群
査
。
提
出
渚
の
趣
旨
説
明
、
政
府
の
意
見
表
明
、
採
決
、
可
決
：
：
…
：
六
一
五

漢
那
慾
和
君
外
一
名
提
出
「
沖
細
県
航
路
国
営
二
関
ス
ル
建
議
案
」
及
び
伊

礼
肇
君
外
一
名
提
出
「
沖
縄
県
航
路
国
営
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
分
科
会
に

お
け
る
群
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
政
府
の
意
見
表
明
、
採
決
、
両
案
を

一
案
に
併
合
し
て
修
正
議
決
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
：
…
…
：
…
：
：
…
：
：
六
一
六

昭
和
十
二
年
度
予
算
案
中
、
農
林
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。

質
疑
応
答
。
漢
那
悲
和
君
に
よ
る
沖
細
糖
業
に
対
す
る
助
成
問
題
、
特
に
政

府
が
提
出
し
て
い
る
「
臨
時
租
税
蝋
徴
案
」
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
る
分
蜜

糖
に
対
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
質
疑
・
…
…
：
…
．
：
…
：
…
．
：
…
…
…
：
：
：
：
：
…
…
六
二
○

「
酒
造
組
合
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
盛
鳥
明
長
君
に
よ

る
泡
盛
等
の
専
売
制
の
可
否
、
泡
盛
の
台
湾
へ
の
移
出
問
題
等
に
つ
い
て
の
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●
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●
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昭
姐
・
２
．
７

予
算
委
員
節
六
分
科
会

昭
哩
・
８
．
６

予
算
委
員
節
一
分
科
会

決
算
委
員
節
一
分
科
、
第
二
分
科

連
合
会

建
議
委
員
会

質
疑
…
：
…
…
：
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
…
：
：
…
…
：
六
二
一
一
一

盛
鳥
肌
長
禰
外
一
名
提
出
「
沖
縄
県
宮
古
八
亜
山
両
郡
一
一
械
物
検
査
所
設
侭

二
関
ス
ル
建
議
案
」
、
「
沖
縄
県
宮
古
郡
一
一
飛
行
場
設
侭
一
一
関
ス
ル
建
議

案
」
及
び
「
沖
細
県
宮
古
八
亜
山
両
郡
一
一
灯
台
設
慨
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の

審
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
政
府
の
意
見
表
明
、
採
決
、
い
ず
れ
も
可
決
…
…
六
二
五

昭
和
十
三
年
度
予
算
案
中
、
外
務
省
、
拓
務
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け

る
群
査
。
質
疑
応
答
。
漢
那
慾
和
荊
に
よ
る
海
外
に
お
け
る
二
世
の
教
育
問

題
、
ペ
ル
ー
国
に
よ
る
移
民
の
既
得
権
の
陳
珊
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
…
…
…
…
六
二
九

昭
和
十
三
年
度
予
算
案
中
、
逓
信
省
、
鉄
道
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け

る
群
査
。
質
疑
応
答
。
沖
縄
県
選
出
議
員
崎
山
嗣
朝
溌
に
よ
る
命
令
航
路
で

あ
る
鹿
児
島
那
覇
航
路
等
の
運
黄
の
割
高
問
題
、
大
阪
商
船
に
専
属
し
て
い

る
「
商
船
組
」
と
称
す
る
運
送
業
者
に
よ
る
中
間
搾
取
及
び
荷
主
の
不
当
差

別
問
題
、
本
土
沖
縄
間
航
路
の
沖
縄
県
営
並
び
に
沖
縄
県
内
各
離
島
町
村
に

よ
る
町
村
営
航
路
の
実
現
問
題
、
石
垣
基
隆
間
航
路
の
命
令
航
路
へ
の
編
入

問
題
、
福
岡
那
砺
台
湾
間
航
篭
路
の
中
継
地
の
改
善
問
題
等
に
つ
い
て
の
質

疑
：
…
…
：
…
：
：
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
・
…
．
：
…
：
…
…
：
．
…
：
：
六
三
四

昭
和
十
一
年
度
決
算
中
、
大
蔵
省
、
内
務
肴
等
所
管
決
算
の
分
科
連
合
会
に

お
け
る
審
査
。
沖
縄
県
選
出
議
員
仲
井
間
宗
一
君
に
よ
る
臨
時
地
方
財
政
補

給
金
の
分
配
に
つ
き
、
貧
困
財
政
の
沖
縄
県
に
対
す
る
配
分
が
公
平
を
欠
く

の
で
は
な
い
か
と
の
見
地
か
ら
の
質
疑
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
六
四
○

盛
島
明
長
君
外
三
名
提
出
「
沖
縄
県
二
無
水
ア
ル
コ
ー
ル
工
場
設
置
一
一
関
ス

ル
建
議
案
」
の
分
科
会
に
お
け
る
群
査
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
政
府
の
意
三
七



股
遁
・
３
．
６

第
刺
回

第
妬
回

館
別
回

〃〃〃

地
方
鉄
道
法
中
改
正
法
律
案
外
一

件
委
員
会

昭
迦
・
３
．
６

昭
Ｍ
・
３
．
淵

昭
胆
・
３
．
４

昭
晦
・
２
．
Ⅳ

詰
願
委
員
会

昭
１９
●

３
●

222

予
算
委
員
第
七
分
科
会

請
願
委
員
会

会
計
検
査
院
法
中
改
正
法
律
案
委

員
会

諦
願
委
員
節
二
分
科
会

三
八

見
表
明
、
採
決
、
可
決
…
・
…
…
：
…
：
…
：
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
：
：
六
四
六

熊
本
県
教
育
会
長
赤
星
典
太
（
九
州
沖
縄
八
県
連
合
協
議
会
）
提
出
「
沖
縄

県
一
一
専
門
学
校
設
立
ノ
請
願
」
の
群
査
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
質
疑
応
籍
、

政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、
採
択
…
…
：
：
…
…
：
…
…
：
：
：
…
…
：
…
…
：
：
…
…
六
四
八

「
地
方
鉄
道
法
中
改
正
法
律
案
」
等
の
群
査
。
質
疑
応
答
。
小
田
栄
君
に
よ

る
沖
縄
県
営
鉄
道
の
国
営
移
行
問
題
、
県
内
離
島
航
路
の
改
善
問
題
、
福
岡

台
湾
航
空
路
の
緊
急
芳
陸
用
飛
行
場
の
南
西
諸
島
へ
の
設
臓
問
題
、
那
珊
首

里
間
の
バ
ス
運
行
に
伴
う
人
力
車
夫
の
失
業
等
に
対
す
る
対
処
問
題
に
つ
い

て
の
質
疑
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
六
四
九

昭
和
十
五
年
度
予
算
案
中
、
商
工
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。

質
疑
応
答
。
漢
那
惣
和
蒋
に
よ
る
安
く
設
定
さ
れ
た
沖
縄
鼎
産
黒
糖
の
公
定

価
格
の
引
上
げ
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
…
：
…
…
…
：
：
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
：
：
六
五
三

宮
古
郡
下
地
村
大
字
来
間
挫
業
大
浦
明
栄
外
三
万
八
千
九
百
六
十
七
籍
提
出

「
沖
縄
県
産
黒
糖
白
下
糖
公
定
価
格
引
上
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
審
査
。
紹
介

議
員
の
説
明
、
政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、
採
択
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
六
五
六

「
会
計
検
査
院
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
小
田
栄
君
に
よ

る
沖
細
県
知
聯
淵
上
房
太
郎
と
同
荊
と
の
間
で
裁
判
問
題
に
ま
で
発
展
し
た

知
事
の
不
敬
罪
及
び
選
挙
違
反
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
並
び
に
福
田
関
次
郎

君
（
京
都
府
選
出
）
に
よ
る
八
重
山
郡
で
発
生
し
た
開
墾
名
目
で
借
地
し
た

要
存
置
林
の
立
木
の
売
払
い
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
…
．
．
…
…
：
：
…
…
：
：
：
…
…
六
六
一

北
海
道
旭
川
市
六
条
通
一
一
丁
目
会
社
員
坂
東
輝
信
提
出
「
沖
純
県
各
種
施
設

拡
大
強
化
ノ
請
願
」
の
分
科
会
に
お
け
る
審
査
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
政
府



昭
２０
●

１
●

3１

節
鍋
回

第
師
回

〃 〃 〃

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
外
一
件
委
員
会

昭
２０
●

１２
●

１１

昭
加
・
廻
・
７

昭
加
・
理
・
４

船
員
保
険
法
中
改
正
法
律
案
委
員

会

昭
２０
の

１
●

２(；

〃

戦
時
民
聯
特
別
法
中
改
正
法
律
案

外
二
件
委
員
会

〃

の
意
見
側
陳
、
採
決
、
採
択
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
六
六
七

「
船
員
保
険
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
沖
縄
県
選
出
議
員

仲
井
間
宗
一
君
に
よ
る
悶
民
共
助
義
会
（
戦
争
雁
災
者
の
援
護
を
Ⅱ
的
と
す

る
財
団
法
人
）
の
活
動
状
況
と
の
関
連
に
お
け
る
九
州
に
疎
開
し
た
沖
縄
雌

民
に
対
す
る
援
誰
状
況
に
つ
い
て
の
質
疑
・
…
…
：
…
…
：
：
：
：
…
・
…
…
…
…
：
…
・
六
六
八

「
戦
時
民
郡
特
別
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
質
疑
応
然
。
沖
純
雌
選
出

議
員
桃
原
茂
太
君
に
よ
る
昭
和
十
九
年
十
月
十
日
の
那
覇
市
の
空
襲
に
よ
っ

て
裁
判
関
係
諜
類
が
す
べ
て
焼
失
し
裁
判
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
実
情
の

説
明
と
今
後
の
全
国
裁
判
所
に
お
け
る
対
応
等
に
つ
い
て
の
質
疑
…
…
：
…
…
・
…
六
七
四

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
。
な

お
本
法
案
は
、
終
戦
後
の
般
初
の
総
選
挙
に
備
え
て
改
正
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
勅
令
を
も
っ
て
定
め
る
ま
で
は
選
挙
を
行
わ
な
い

旨
の
規
定
が
あ
る
。
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
六
七
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
漢
那
憲
和

君
に
よ
る
①
沖
細
県
民
の
代
表
が
帝
国
議
会
で
失
わ
れ
ん
と
す
る
こ
と
に
対

し
連
合
蛎
岐
商
司
令
部
と
交
渉
し
た
か
、
②
哲
定
的
に
従
前
の
衆
識
院
議
員

を
議
員
に
充
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
の
質
疑
の
ほ
か
、
九
州
に
疎
開
し
た

沖
縄
県
民
の
帰
県
問
題
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
南
洋
群
島
か
ら
の
引
揚
者
で
福
岡

や
浦
賀
に
収
容
さ
れ
て
い
る
沖
縄
県
民
に
対
す
る
援
護
問
題
に
つ
い
て
の
質

疑
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
六
七
九

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
群
査
。
修
正
案
の
提
出
、
討
論
、

採
決
。
な
お
沖
縄
関
係
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
進
歩
党
か
ら
修
正
案
が
提
出

三
九
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第
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請
願
委
員
会

昭
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●

８
●

1３

昭
創
・
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・
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昭
2１

７
●

2７

戦
時
補
悩
特
別
措
侭
法
案
外
五
件

委
員
会

生
活
保
誰
法
案
委
員
会

さ
れ
可
決
さ
れ
た
が
、
可
決
後
政
府
の
所
信
表
明
の
際
同
修
正
に
疑
義
が
表

明
さ
れ
た
。
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
六
八
八

昭
和
一
一
十
一
年
度
改
定
予
算
案
中
、
厚
生
省
所
管
予
算
の
分
科
会
に
お
け
る

群
査
。
政
府
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
。
大
久
保
伝
賊
君
（
山
形
県
選
出
）

に
よ
る
本
土
決
戦
の
前
術
と
な
っ
て
妓
大
の
犠
牲
を
払
っ
た
沖
縄
県
民
に
対

す
る
援
護
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
：
…
…
：
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
．
：
六
八
九

束
京
都
大
森
区
池
上
徳
持
町
会
社
員
松
田
精
太
郎
提
出
「
沖
縄
県
人
救
援
一
一

関
ス
ル
請
願
」
の
審
査
。
紹
介
議
員
の
説
明
、
政
府
の
意
見
開
陳
、
採
決
、

採
択
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
六
九
一

「
生
活
保
誰
法
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
川
越
博
君
（
宮
崎
県
選
出
）
に

よ
る
沖
縄
鼎
出
身
の
疎
開
者
や
南
方
方
面
引
揚
者
の
沖
縄
へ
の
帰
還
問
題
、

疎
開
児
童
に
対
す
る
援
誰
措
腫
問
題
、
連
合
軍
総
司
令
部
命
令
に
よ
る
沖
細

の
行
政
分
離
後
に
お
け
る
政
府
の
対
応
問
題
、
沖
縄
戦
に
よ
っ
て
音
信
不
通

に
な
っ
た
肉
親
と
の
通
信
連
絡
の
回
復
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
…
：
：
…
…
…
…
：
六
九
一
一

「
戦
時
補
償
特
別
措
置
法
案
」
の
審
査
。
質
疑
応
答
。
秋
田
大
助
君
（
徳
島

県
選
出
）
に
よ
る
同
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
戦
争
保
険
の
控
除
額
に
つ
き
、

沖
細
の
場
合
差
別
扱
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
せ
め
て
内
地
並
致
に
是
正
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
質
疑
…
：
…
．
．
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
．
：
六
九
五

四
○

予
算
委
員
第
二
分
科
会


